
  

 

 

 

 

 

利 用 者 支 援 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

１ 利用申込・契約 ....................................................................................................................... 1 

(1) 重要事項の説明 ................................................................ 1 

(2) 契約成立時の書面交付 .......................................................... 1 

(3) 契約支給量等の報告等 .......................................................... 2 

(4) 提供拒否の禁止 ................................................................ 2 

(5) 連絡調整に対する協力 .......................................................... 2 

(6) サービス提供困難時の対応 ...................................................... 3 

２ サービスの一般原則、取扱方針 .......................................................................................... 4 

(1) サービスの一般原則 ............................................................ 4 

(2) サービスの取扱方針 ............................................................ 4 

３ 個別支援計画の作成等 ............................................................................................................ 5 

(1) サービス管理責任者の業務 ...................................................... 5 

(2) アセスメントの実施 ............................................................ 5 

(3) 原案の作成 .................................................................... 5 

(4) 利用者への説明、同意、交付 .................................................... 6 

(5) 計画の実施状況の把握（モニタリング） .......................................... 6 

(6) 計画の見直し、変更 ............................................................ 7 

(7) 計画に基づく適正なサービスの確保 .............................................. 7 

４ 入所時の施設支援.................................................................................................................... 8 

(1) 新規利用者の心身の状況等の把握 ................................................ 8 

５ サービスの提供の記録 ............................................................................................................ 8 

(1) 記録の整備・保存 .............................................................. 8 

(2) 利用者台帳（心身の状況等の把握） ............................................. 10 

(3) ケース記録 ................................................................... 10 

(4) 入所時の記録 ................................................................. 10 

(5) 生活の記録 ................................................................... 10 

(6) 記録者 ....................................................................... 10 

(7) 責任者の確認 ................................................................. 10 

(8) 退所者金品の処理状況 ......................................................... 10 

(9) 終結記録 ..................................................................... 11 

(10)アフターケア記録 ............................................................. 11 

６ 福祉サービスの提供 ...............................................................................................................12 

(1) 入浴支援 ..................................................................... 12 

ア 心身状況に応じた入浴 .......................................................... 12 

イ 入浴前の健康管理 .............................................................. 12 

ウ 入浴機会の確保 ................................................................ 12 

(2) 排せつ支援 ................................................................... 12 

ア 排せつの自立 .................................................................. 12 

イ おむつの使用 .................................................................. 12 

ウ 排せつ環境 .................................................................... 12 

エ 夜間対応 ...................................................................... 12 

オ 排せつ記録 .................................................................... 12 

(3) 基本的生活の支援 ............................................................. 13 

７ 身体的拘束等の禁止 ...............................................................................................................13 

８ 虐待の防止 .............................................................................................................................14 

(1)虐待の禁止 .................................................................... 14 

(2)虐待防止等の措置 .............................................................. 15 

(3)虐待に係る通報 ................................................................ 15 

９ 訓練 ........................................................................................................................................16 

(1) 機能訓練（療養介護） ......................................................... 16 

(2) 訓練（自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型） .. 16 

１０ 社会生活上の便宜の供与等 ................................................................................................17 

(1) レクリエーション行事の実施 ................................................... 17 

(2) 行政機関に対する手続等の代行 ................................................. 17 

(3) 家族との連携 ................................................................. 17 

(4) 地域生活移行支援 ............................................................. 17 

ア 地域生活移行の検討 ............................................................ 17 

イ 退所支援 ...................................................................... 18 

ウ 自立生活援助 .................................................................. 18 

１１ 相談及び援助 ......................................................................................................................18 

(1) 一般生活相談 ................................................................. 18 

(2) 入院期間中の取扱い ........................................................... 18 



  

１２ 援護の実施者との連携 ....................................................................................................... 19 

(1) 連携状況 ..................................................................... 19 

(2) 報告・通知状況 ............................................................... 19 

１３ 秘密保持等 ......................................................................................................................... 19 

１４ 事故対応............................................................................................................................. 20 

１５ 利用者負担額 ..................................................................................................................... 21 

(1) 自立支援給付費・支給対象サービスの利用者負担額 ............................... 21 

(2) その他のサービスに関わる利用者負担額 ......................................... 21 

１６ 利用者預り金等の管理状況 .................................................... 22 

(1) 管理規程の作成 ............................................................... 22 

(2) 規程の内容と管理体制 ......................................................... 22 

(3) 現金 ......................................................................... 23 

(4) 本人支給金 ................................................................... 23 

(5) 自己管理 ..................................................................... 23 

１７ 遺留金品等 ......................................................................................................................... 24 

(1) 遺留金品の把握 ............................................................... 24 

(2) 援護の実施者への報告・処理 ................................................... 24 

(3) 処理状況の記録 ............................................................... 24 

(4) 退所者金品 ................................................................... 24 

(5) 残留金品 ..................................................................... 24 

１８ 食事 .................................................................................................................................... 25 

(1) 食事の提供 ................................................................... 25 

(2) 調理 ......................................................................... 26 

(3) 検食 ......................................................................... 27 

(4) 調理及び配膳に伴う衛生管理 ................................................... 27 

ア 検食の保存 .................................................................... 27 

イ 調理従事者等の衛生管理 ........................................................ 28 

ウ 衛生管理体制の確立 ............................................................ 28 

(5) 集団給食施設 ................................................................. 28 

(6) 調理業務委託 ................................................................. 29 

 

１９ 健康管理 .............................................................................................................................29 

(1) 日々の健康管理 ............................................................... 29 

(2) 褥瘡予防対策 ................................................................. 30 

(3) 協力医療機関 ................................................................. 30 

(4) 生活支援員等によるたんの吸引等の行為の実施 ................................... 30 

２０ 衛生管理等 .................................................................................................................... 31                                  

(1) 衛生管理 ..................................................................... 31 

(2) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止 ....................................... 31 

２１ 利用者の生活環境等の確保 ................................................................................................33 

２２ 就労・生産活動 ..................................................................................................................33 

(1) 就労の機会の提供（就労継続支援Ａ型) .......................................... 33 

ア 雇用契約の締結等 .............................................................. 33 

イ 労働基準関係法令の遵守 ........................................................ 34 

ウ 就労の機会の提供 .............................................................. 34 

エ 賃金の支払 .................................................................... 34 

(2) 生産活動支援 ................................................................. 35 

(3) 職場への定着のための支援の実施 ............................................... 35 

(4) 就労支援 ..................................................................... 36 

(5) 収益還元・工賃支払 ........................................................... 36 

(6) 就職状況の報告 ............................................................... 36 



 1 

項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１ 利用申込・契約 

(1)重要事項の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)契約成立時の書面交

付 

 

 

１ 施設等は、支給決定障害者等が福祉サービスの利

用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る

障害の特性に応じた適切な配慮をするとともに、当

該利用申込者に対し、実施する福祉サービスの種類

ごとに、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該福祉サービスの提供の開始について、当該利用

申込者の同意を文書により得なければならない。 

 

 

 

 

 

１ 施設等は、利用者との間で当該福祉サービスの提

供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特

性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法第７７

条第１項の規定に基づき、 

（1）当該事業の経営者（指定障害者支援施設等の設 

置者）の名称及び主たる事務所の所在地 

（2）当該事業の経営者（指定障害者支援施設等）が 

提供する福祉サービスの内容 

（3）当該福祉サービスの提供につき利用者が支払

うべき額に関する事項 

（4）当該福祉サービスの提供開始年月日 

 （5）当該福祉サービスに係る苦情を受け付けるた

めの窓口 

を記載した書面を交付しなければならない。 

 

 

１ 利用申込みに当たり、当該利用

者に対し、重要事項を記した文書

等を交付して説明を行い、サービ

スの提供の開始について、当該利

用者の同意を文書により得てい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 契約が成立したときは、社会福

祉法第７７条第１項の規定に基

づき書面を交付しているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第９条第１項） 

２ 市条例第７５号第８条第１項 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

１ 社会福祉法第７７条第１項 

２ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第９条第２項） 

３ 市条例第７５号第８条第２項 

 

 

１ 利用申込みに当たり、当該利用者に対し、重要事項説  

明書、パンフレット等の重要事項を記した文書を交付し

て重要事項の説明を行っていない。 

２ 重要事項を記した文書について、利用者の障害の特性

に応じた配慮がない。 

３ サービスの提供の開始について、重要事項を記した文

書への記載等、当該利用申込者の同意を文書により得て

いない。 

４ 重要事項説明書、パンフレット等 

重要事項の説明に用いた文書について、重要事項（運

営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制等）の記載が不十分である。 

 

 

１ 契約が成立したときに、社会福祉法第７７条第１項の

規定に基づき書面を交付していない。 

２ 社会福祉法第７７条第１項の規定に基づく書面の交

付において、障害の特性に応じた配慮がない。 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

  

(3)契約支給量等の報告

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)提供拒否の禁止 

 

 

 

 

 

 

 

(5)連絡調整に対する協

力 

 

１ 施設等は、福祉サービスの提供に当たっては、当

該福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者

等に提供することを契約した福祉サービスの種類

ごとの量（以下「契約支給量」という。）その他の必

要な事項（以下「受給者証記載事項」という。）を支

給決定障害者等の受給者証に記載しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設等は、福祉サービスの利用に係る契約を締結

したとき又は受給者証記載事項に変更があった場

合は、受給者証記載事項その他の必要な事項を区市

町村に遅滞なく報告しなければならない。 

  

 

 

 

 

 

１ 施設等は、原則として、利用申込みに対して応じ

なければならない。障害支援区分や所得の多寡を理

由にサービスの提供を拒否することを禁止する。 

 

 

 

 

 

１ 施設等は、福祉サービスの利用について区市町村

又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、協力

するよう努めなければならない。 

 

１ 受給者証に受給者証記載事項を

記載しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉サービスの利用契約を締結

したとき又は受給者証記載事項

に変更があった場合に、受給者証

記載事項その他の必要な事項を

区市町村に遅滞なく報告してい

るか。 

 

 

 

 

１ 正当な理由（定員に空きがない・

主たる対象以外の障害者からの

利用申込み・入院治療が必要な場

合等）なく、福祉サービス及び施

設サービスの提供を拒んでいな

いか。 

 

 

１ 福祉サービスの利用について区

市町村又は相談支援事業を行う

者が行う連絡調整に、協力するよ

う努めているか。 

 

１ 市条例第７３号第５９条第１項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第１０条第１項） 

２ 市条例第７５号第９条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第５９条第２項、第３項、

第１００条、第１４３条、第１５８条、第１

７６条、第１９１条、第１９６条、第２１１

条、第２１９条 準用（第１０条第３項、第

４項） 

２ 市条例第７５号第９条第３項、第４項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１１条） 

２ 市条例第７５号第１０条 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１２条） 

２ 市条例第７５号第１１条 

 

１ 受給者証に受給者証記載事項を記載していない。 

２ 受給者証記載事項の一部が未記載である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用契約を締結したとき又は受給者証記載事項に変

更があった場合に、受給者証記載事項その他の必要な事

項を区市町村に報告していない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 正当な理由なく、福祉サービスの提供を拒んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 区市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整

に協力していない。 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(6)サービス提供困難時

の対応 

 

１ 指定障害福祉サービス事業者は、指定障害福祉サ

ービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、

利用申込者に対し自ら必要な障害福祉サービスを

提供することが困難であると認める場合は、他の指

定障害福祉サービス事業者等の紹介その他の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 

 

 

２ 指定障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機

能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は

就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域等

を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な生活介

護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供するこ

とが困難であると認める場合は、他の指定障害者

支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに

講じなければならない。  

 

 

 

 

 

  

３ 指定障害者支援施設は、利用申込者が入院治療

を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら必

要な便宜を供与することが困難である場合は、病

院又は診療所の紹介その他の必要な措置を速やか

に講じなければならない。 

 

１ 指定障害福祉サービス事業者

は、利用申込者に対し自ら必要

な障害福祉サービスを提供する

ことが困難であると認める場合

は、他の指定障害福祉サービス

事業者等の紹介その他の必要な

措置を速やかに講じているか。 

 

 

 

１ 指定障害者支援施設は、生活

介護、自立訓練(機能訓練)、自

立訓練(生活訓練)、就労移行支

援又は就労継続支援Ｂ型に係る

通常の事業の実施地域等を勘案

し、利用申込者に対し自ら必要

な生活介護、自立訓練(機能訓

練)、自立訓練(生活訓練)、就

労移行支援又は就労継続支援Ｂ

型を提供することが困難である

と認める場合は、他の指定障害

者支援施設等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じている

か。  

 

１ 指定障害者支援施設は、利用申

込者が入院治療を必要とする場

合等に、適切な病院又は診療所の

紹介その他の必要な措置を速や

かに講じているか。 

 

１ 市条例第７３号第１００条、第１４３条、

第１５８条、第１７６条、第１９１条、第１

９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１３条） 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第１２条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第１２条第２項 

 

１ 利用申込者に対し自ら必要な障害福祉サービスを提

供することが困難であると認める場合に、他の指定障害

福祉サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を講

じていない。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用申込者に対し自ら必要な生活介護、自立訓練(機

能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労

継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認める場

合に、他の指定障害福祉サービス事業者等の紹介その他

の必要な措置を講じていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用申込者が入院治療を必要とする場合等に、適切な

病院又は診療所の紹介その他の必要な措置を講じてい

ない。 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

２ サービスの一般原

則、取扱方針 

(1)サービスの一般原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)サービスの取扱方針 

 

 

 

１ 施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その

他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」と

いう。）を作成し、当該個別支援計画に基づき利用者

に対して福祉サービスを提供するとともに、当該福

祉サービスの効果について継続的な評価を実施す

ることその他の措置を講ずることにより利用者に

対して適切かつ効果的に福祉サービスを提供しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

１  施設等は、個別支援計画に基づき、利用者の心身

の状況等に応じて、当該利用者の支援を適切に行う

とともに、福祉サービスの提供が画一的なものとな

らないよう配慮しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 施設等の従業者は、福祉サービスの提供に当たっ

ては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事

項について、説明しなければならない。 

 

 

 

 

３ 施設等は、提供する福祉サービスの質の評価を行

い、常に改善を図らなければならない。 

 

 

 

１ 個別支援計画を作成し、当該個

別支援計画に基づき利用者に対

して福祉サービスを提供してい

るか。 

 

 

２ 個別支援計画に基づき利用者

に対して提供した福祉サービス

の効果について継続的な評価を

実施しているか。 

 

 

 

 

１ 個別支援計画に基づき、利用者

の心身の状況等に応じて、当該利

用者の支援を行っているか。 

 

２ 福祉サービスの提供が画一的

なものとならないよう配慮して

いるか。 

 

 

 

１ 福祉サービスの提供に当たっ

て、利用者又はその家族に対し、

支援上必要な事項について、説明

しているか。 

 

 

 

１ 提供する福祉サービスの評価

を行い、常に改善を図っている

か。 

 

 

 

１ 市条例第７３号第３条第１項 

２ 市条例第７５号第３条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６４条第１項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６４条第１項） 

２ 市条例第７５号第２３条第１項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６４条第２項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６４条第２項） 

２ 市条例第７５号第２３条第２項 

 

 

１ 市条例第７３号第６４条第３項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６４条第３項） 

２ 市条例第７５号第２３条第３項 

 

 

 

１ 個別支援計画を作成していない。 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画に基づき提供した福祉サービスの効果

について、継続的な評価を実施していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画に基づく支援を行っていない 。 

 

 

 

１ 個別支援計画の内容が利用者間において画一的であ

る。 

 

 

 

 

１ 福祉サービスの提供に当たって、必要な事項（個別支

援計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等を含む）

を説明していない。 

 

 

 

 

１ 提供する福祉サービスの質に対する自己評価を行っ

ていない。 

２ 提供する福祉サービスの質に対する、第三者による外

部評価の導入を図っていない。 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

３ 個別支援計画の作成

等 

(1)サービス管理責任者

の業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)アセスメントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)原案の作成 

 

 

 

１ 施設等の管理者は、サービス管理責任者に個別支

援計画の作成に関する業務を担当させなければなら

ない。 

 

 

 

２ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成等に

関する業務を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当

たっては、利用者について、置かれている環境、日

常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者の希

望する生活、課題等の把握（以下「アセスメント」

という。）を行い、当該利用者が自立した日常生活

を営むことができるように支援する上での適切な支

援内容を検討しなければならない。 

 

 

２ サービス管理責任者は、アセスメントに当たって

は、当該利用者に面接を行わなければならない。 

  この場合において、サービス管理責任者は、面接

の趣旨を当該利用者に対して十分に説明し、理解を

得なければならない。 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内

容の検討の結果に基づき、利用者及びその家族の生

活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の

質を向上させるための課題、福祉サービスごとの目

標及びその達成時期並びに提供上の留意事項等を記

載した個別支援計画の原案を作成しなければならな

い。 

この場合において、当該施設等が提供する福祉サ

ービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス等

との連携を個別支援計画の原案に含めるよう努めな

ければならない。 

 

 

 

１ サービス管理責任者に個別支

援計画の作成に関する業務を担

当させているか。 

 

 

 

１ サービス管理責任者の指揮の

下で、個別支援計画が作成されて

いるか。 

 

 

 

 

１ 個別支援計画を作成するに当

たって、適切に利用者の希望する

生活、課題等の把握(アセスメン

ト)を行っているか。 

 

 

 

 

 

１ アセスメントに当たって、面接

を実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者及びその家族の生活に

対する意向、総合的な支援の方

針、生活全般の質を向上させるた

めの課題、福祉サービスの目標及

びその達成時期、サービスを提供

する上での留意事項等を記載し

た個別支援計画の原案を作成し

ているか。 

 

 

２ 他の福祉サービス等や保健医

療サービスとの連携を個別支援

計画の原案に含めているか。 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第１項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第１項） 

２ 市条例第７５号第２４条第１項 

 

１ 市条例第７３号第６５条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第６５条） 

２ 市条例第７５号第２４条 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第２項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第２項） 

２ 市条例第７５号第２４条第２項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第３項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第３項） 

２ 市条例第７５号第２４条第３項 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第４項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第４項） 

２ 市条例第７５号第２４条第４項 

 

 

 

１ サービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する

業務を担当させていない。 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者の指揮の下で、個別支援計画が作

成されていない。 

 ２ 個別支援計画の作成担当者はサービス管理者である

ことが、個別支援計画書に記載されていない。 

 

 

 

１ アセスメントを実施していない。 

２ アセスメントの記録を整備していない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ アセスメントに当たって、面接を実施していない。 

２ 面接の記録を整備していない 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者ごとに個別支援計画の原案を作成していない。 

２ 個別支援計画原案の記載内容が不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 他の福祉サービス等や保健医療サービスとの連携を

個別支援計画の原案に含めていない。 

 

 

 

  Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)利用者への説明、同

意、交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)計画の実施状況の把

握（モニタリング） 

 

 

２ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当 

たっては、利用者に対する福祉サービスの提供に係

る当該サービス管理責任者以外の担当者等を招集し

て行う会議を開催し、個別支援計画の原案の内容に

ついて意見を求めなければならない。 

  なお、当該会議は、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができるものとする。 

 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当

たっては、個別支援計画の原案の内容について、当該

利用者又はその家族に対して説明し、文書により当

該利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した

際は、当該個別支援計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、 

当該個別支援計画の実施状況の把握（利用者につ

いての継続的なアセスメントを含む。以下「モニ

タリング」という。）を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者以外の担

当者等を招集して行う会議を開

催し、個別支援計画の原案の内容

について意見を求めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者又はその家族に対して、

当該個別支援計画の原案の内容に

ついて説明し、文書により利用者

の同意を得ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 作成した個別支援計画を、利用

者に交付しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画のモニタリング

を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第５項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第５項） 

２ 市条例第７５号第２４条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第６項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第６項） 

２ 市条例第７５号第２４条第６項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第７項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第７項） 

２ 市条例第７５号第２４条第７項 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第８項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第８項） 

２  市条例第７５号第２４条第８項 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画の作成に当たって、利用者に対する担当

者等を招集して行う会議を開催していない。 

 ２ 個別支援計画の原案の内容について、利用者に対する 

担当者等に意見を求めていない。 

３ 会議録を作成していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画の原案の内容を、利用者等に説明してい

ない。 

２ 個別支援計画の原案の内容について、文書により同意

を得ていない（同意した旨の署名を得ていない）。 

 ３ 同意の署名が利用者本人の氏名ではない（第三者であ

る代理人又は署名の代行者の氏名である）。 

 ４ 代理人が利用者本人の氏名で同意の署名をする場合、

「代理人」と明記した上で、その氏名を併記していない。  

５ 同意の署名を代行者が行った場合、本人からの授権の

有無が不明確である。 

６ 個別支援計画の原案の内容について、同意を得た日が

不明確である。 

 

１ 作成した個別支援計画を、利用者に交付していない。 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画のモニタリングを行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)計画の見直し、変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)計画に基づく適正

なサービス提供の確

保 

 

２ サービス管理責任者は、モニタリングに当たって

は、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行う

とともに、特段の事情のない限り、定期的に当該利

用者に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結

果を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、

少なくとも６月に１回以上(自立訓練(機能訓練)、

自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援を提供する

場合にあっては、少なくとも３月に１回以上)、個別

支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 ２ 個別支援計画を変更する場合、再アセスメントの

実施、原案の作成、原案の利用者等への説明及び文

書による同意、計画の交付、計画の実施状況の把握

などの一連の業務を行わなければならない。 

 

 

 

 

  

１ 福祉サービスが提供されるに当たって、市条例等

に規定される運営基準に従い、個別支援計画が作成

されていない場合、所定単位数の 100分の 70（３月

目以降は 100分の 50）が算定される。 

 

１ モニタリングに当たって、定期

的に利用者に面接しているか。 

 

２ 定期的にモニタリングを行っ

ているか。 

 

３ モニタリングの結果を記録し

ているか。 

 

 

 

１ 個別支援計画の作成後、少なく

とも６月に１回以上、計画の見直

しを行っているか。 

 

２ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練

(生活訓練)、就労移行支援、自立

生活援助を提供する場合、個別支

援計画の作成後、少なくとも３月

に１回以上、計画の見直しを行っ

ているか。 

 

 

１ 個別支援計画を変更する場合、

再アセスメントの実施、原案の

作成、原案の利用者等への説明

及び文書による同意、計画の交

付、計画の実施状況の把握など

の一連の業務を行っているか。 

 

 

 

１ 個別支援計画が適切に作成さ

れているか。 

 

 

２ 市条例等に規定される運営基

準に従い、個別支援計画に係る一

連の業務が適切に行われている

か。 

 

１ 市条例第７３号第６５条第９項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第９項） 

２ 市条例第７５号第２４条第９項 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第８項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第８項） 

２  市条例第７５号第２４条第８項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条第１０項、第１０

０条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条、第２１１条、第２

１９条 準用（第６５条第１０項） 

２  市条例第７５号第２４条第１０項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６５条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第６５条） 

２ 市条例第７５号第２４条第１項 

３ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービス等及び基準該当障害福祉サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準等

の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成 18年 10月 31日障発第 1031001号）

第二１（１０） 

 

１ モニタリングに当たって、定期的に利用者に面接して

いない。 

 

１ 定期的にモニタリングを行っていない。 

 

 

１ モニタリングの結果を記録していない。 

 

 

 

 

１ 個別支援計画の作成後、少なくとも６月に１回以上、 

計画の見直しを行っていない。 

 

 ２ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行

支援、自立生活援助を提供する場合、個別支援計画の作

成後、少なくとも３月に１回以上、計画の見直しを行っ

ていない。 

 

 

 

 

１ 個別支援計画を変更する場合、再アセスメントの実施

等計画作成に係る一連の業務を行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画が作成されていない。 

２ 個別支援計画の作成に遅延がある。 

 ※ 計画未作成状態が解消されるに至った月の前月ま

でが減算対象期間となる。 

 

１ 個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行わ

れていない。 

※ 不適切な状態が解消されるに至った月の前月まで

が減算対象期間となる。 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

４ 入所時の施設支援 

(1)新規利用者の心身

の状況等の把握 

 

 

 

 

 

 

５  サービスの提供の

記録 

(1)記録の整備・保存 

 

 

施設等は、福祉サービスの提供に当たっては、利用

者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

１ 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した

際は、利用者及び指定療養介護事業者がその時点で

の指定療養介護の利用状況を把握できるようにす

るため、当該指定療養介護の提供日、提供したサー

ビス等の具体的内容、利用者負担額等の利用者に伝

達すべき必要な事項について記録し、利用者から確

認を受けなければならない。 

 なお、記録を適切に行うことができる場合におい

ては、これらの事項について後日一括して記録する

ことも差し支えない。 

 

 

２ 指定障害福祉サービス（指定療養介護を除く。）事

業者は、指定障害福祉サービスを提供した際は、利

用者及び指定障害福祉サービス事業者がその時点

での指定障害福祉サービスの利用状況を把握でき

るようにするため、当該指定障害福祉サービスの提

供日、提供したサービス等の具体的内容、利用者負

担額等の利用者に伝達すべき必要な事項を、その都

度記録し、利用者から確認を受けなければならな

い。 

 

 

１ 新規利用者の心身の状況、病歴

等を把握しているか。 

 

２ 新規利用者に関する重要な事

項を関係従業者に周知徹底して

いるか。 

 

 

 

 

１ 指定療養介護を提供した際に、

当該指定療養介護の提供日、内容

その他必要な事項を記録してい

るか。 

 

 

２ 指定療養介護を提供した際の

記録について、利用者から確認を

受けているか。 

 

 

 

１ 指定障害福祉サービスの提供

の都度、当該指定障害福祉サービ

スの提供日、内容その他必要な事

項を記録しているか。 

 

 

２ 指定障害福祉サービスを提供

した際の記録について、利用者か

ら確認を受けているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１６条） 

２ 市条例第７５号第１５条 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６０条第１項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６０条第２項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１００条、第１４３条、

第１７６条、第１９１条、第１９６条、第２

１１条、第２１９条 準用（第１９条第１

項）、第１５４条第１項、第２項 

 

 

１ 市条例第７３号第１００条、第１４３条、

第１７６条、第１９１条、第１９６条、第２

１１条、第２１９条 準用（第１９条第２

項）、第１５４条第３項 

 

 

１ 新規利用者の状況について把握していない。 

 

 

１ 新規利用者に関する重要な事項を関係従業者に周知

していない。 

 

 

 

 

 

１ 指定療養介護を提供したにもかかわらず、当該指定療

養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録していな

い。 

２ 当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項の

記録が不十分である。 

 

１ 利用者から確認を受けていない。 

 

 

 

 

 

１ 指定障害福祉サービスを提供したにもかかわらず、そ

の都度、当該指定障害福祉サービスの提供日、内容その

他必要な事項を記録していない。 

２ 当該指定障害福祉サービスの提供日、内容その他必

要な事項の記録が不十分である。 

 

１ 利用者から確認を受けていない。 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

  

 

３ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施設

において施設入所支援を受ける者以外の者に対し

て施設障害福祉サービスを提供した際は、利用者及

び指定障害福祉サービス事業者がその時点での施

設障害福祉サービスの利用状況を把握できるよう

にするため、当該施設障害福祉サービスの種類ごと

に、提供日、提供したサービスの具体的内容、利用

者負担額等の利用者に伝達すべき必要な事項を、サ

ービスを提供する都度記録し、利用者から確認を受

けなければならない。 

 

 

４ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施 

設において施設入所支援を受ける利用者に対して

施設障害福祉サービスを提供した際は、利用者及び

指定施設障害福祉サービス事業者がその時点での

施設障害福祉サービスの利用状況を把握できるよ

うにするため、当該施設障害福祉サービスの種類ご

とに、提供日、提供したサービスの具体的内容、利

用者負担額等の利用者に伝達すべき必要な事項に

ついて記録し、利用者から確認を受けなければなら

ない。 

 なお、記録を適切に行うことができる場合におい

ては、これらの事項について後日一括して記録する

ことも差し支えない。 

 

 

５ 利用者に対する福祉サービスの提供に関する諸

記録を整備し、当該サービスを提供した日から５年

間保存しなければならない。 

 

① 個別支援計画 

② 提供したサービスに係る記録 

 ③ 区市町村への通知に係る記録 

 ④ 身体的拘束等の記録 

 ⑤ 苦情の内容等の記録 

 ⑥ 事故の状況及び処置についての記録 

 

 

 

６ 福祉サービスの提供に関する諸記録の保存は、個

人情報として、その取扱いに配慮する必要がある。 

 

 

１ 指定施設障害福祉サービスの

提供の都度、当該指定施設障害福

祉サービスの提供日、内容その他

必要な事項を記録しているか。 

 

 

２ 指定施設障害福祉サービスを

提供した際の記録について、利用

者から確認を受けているか。 

 

 

 

１ 指定施設障害福祉サービスを

提供した際、当該指定施設障害福

祉サービスの提供日、内容その他

必要な事項を記録しているか。 

 

 

２ 指定施設障害福祉サービスを

提供した際の記録について、利用

者から確認を受けているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画、サービス提供の

記録、その他関連する記録は整備

されているか。また５年間保存さ

れているか。 

 

２ 福祉サービスの提供に関する

諸記録（利用者台帳・ケース記録・

看護記録・援護の実施者との関係

書類等）を個人別に綴り、５年間

保存しているか。 

 

 

 

１ 福祉サービスの提供に関する

諸記録の保存は、個人情報とし

て、その取扱いに配慮している

か。 

 

 

１ 市条例第７５号第１８条第１項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第１８条第３項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第１８条第２項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第１８条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条、第１４３条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第８１条第２項）、第１

５７条第２項、第２１０条、第２１９条 準

用（第２１０条） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個人情報の保護に関する法律 

２ 東京都個人情報の保護に関する条例（平成

2年 12月 21日条例第 113号）第２７条 

 

 

１ 指定施設障害福祉サービスを提供したにもかかわら

ず、その都度、当該指定施設障害福祉サービスの提供日、

内容その他必要な事項を記録していない。 

２ 当該指定施設障害福祉サービスの提供日、内容その

他必要な事項の記録が不十分である。 

 

１ 利用者から確認を受けていない。 

 

 

 

 

 

１ 指定施設障害福祉サービスを提供したにもかかわら

ず、当該指定施設障害福祉サービスの提供日、内容その

他必要な事項を記録していない。 

２ 当該指定施設障害福祉サービスの提供日、内容その

他必要な事項の記録が不十分である。 

 

１ 利用者から確認を受けていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 記録整備が不十分である。 

２ ５年間保存していない。 

 

 

 

１ 利用者台帳・ケース記録・看護記録・援護の実施者と

の関係書類等が個人別に綴じられていない。 

 

 

 

 

 

 

１ 保存方法が適正でない。 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(2)利用者台帳 

（心身の状況等の把

握） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)ケース記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)入所時の記録 

 

 

 

 

(5)生活の記録 

 

 

 

 

 

(6)記録者 

 

 

 

 

(7)責任者の確認 

 

 

 

 

(8)退所者金品の処理状

況 

 

利用者台帳は利用者の基礎となる事項を記載する

ものである。 

 ※ 利用者台帳の必要項目 

 ① 身体の状況（ＡＤＬを含む） 

 ② 疾病の状況（既往歴等） 

 ③ 経済的状況（年金・仕送等） 

 ④ 家族等の状況（緊急連絡先） 

 ⑤ 利用前の生活歴 

 ⑥ 利用理由(援護の実施者等からの連絡事項等) 

 

 

 

 

 

ケース記録は、利用者の状況、サービス提供の状況

等、具体的に記載されるものである。ケース記録を見

ることで利用者が個別支援計画に沿ったサービスの

提供を受けていたかどうか、どのように生活してきた

かが誰にでも理解できる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録の記入に関し、責任者を明確にするためにも、

記録者が明示されている必要がある。 

 

 

 

(6)と同じ理由で、サービスに係る責任者は、定期的

に記録を確認し、必要に応じて指導助言を行う必要が

ある。 

 

 

利用者の金品が、退所に際して適切に処理されてい

るかどうかが確認できるように、その処理経過を明確

化する必要がある。 

 

１ 利用者個々の利用者台帳を整

備しているか。 

 

 

 

 

 

２ 利用者台帳は必要な項目を網

羅しているか。 

 

 

 

 

 

１ ケース記録を整備しているか。 

 

２ 個別支援計画に則ったサービ

スが提供されていることが明確

になっているか。 

 

３ 利用者の様子、職員の対応等が

明確に記載されているか。 

 

 

１ 入所時の状況、様子、家族との

状況、利用者の施設生活に対する

意識等を記録しているか。 

 

 

１ 個別支援計画に基づいたサー

ビス提供が実施され、援護の状況

やサービス提供の経過がわかる

ものとなっているか。 

 

 

１ 記録者が明確になっているか。 

 

 

 

 

１ 責任者が定期的に確認を行い、

必要に応じて指導助言を行って

いるか。 

 

 

１ 退所者金品の処理経過を記録

しているか。 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条、第１４３条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第８１条第２項）、第１

５７条第２項、第２１０条、第２１９条 準

用（第２１０条） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１６条） 

２ 市条例第７５号第１５条 

 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条、第１４３条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第８１条第２項）、第１

５７条第２項、第２１０条、第２１９条 準

用（第２１０条） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

１ 利用者台帳を整備していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者台帳に必要な項目が網羅されていない。 

 

 

 

 

 

 

１ ケース記録を整備していない。 

 

１ 個別支援計画に則ったサービス提供の実施状況が明

確でない。 

 

 

１ 施設支援提供の状況や経過の記録、利用者の様子等の

記録が不十分である。 

 

 

１ 入所時記録の内容が不十分である。 

 

 

 

 

１ 援護の状況やサービス提供の経過の記録が不十分で

ある。 

 

 

 

 

１ 記録者が不明確で責任の所在が明らかでない。 

 

 

 

 

１ 責任者が定期的に確認を行っていない。 

２ 必要に応じて指導助言を行っていない。 

 

 

 

１ 退所者金品の処理経過の記録内容が不十分である。 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 (9)終結記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)アフターケア記録 

 

利用者の退所に係る経緯と、その手続等を明確に示

し、適切な退所支援・退所手続きが実施されたかどう

かを示すための記録である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者が安定して地域生活を営むことができる

よう、移行後においても一定期間、定期的な連絡、

相談等を行う必要がある。 

（自立訓練（機能訓練、生活訓練）） 

 

 

２ 利用者の職場定着を促進する観点から、利用者が

就労した後、定着するまでの間、定期的に連絡・相

談等の支援を継続しなければならない。 

（就労移行支援） 

  

  

３ 利用者の職場定着を促進する観点から、利用者が

就労した後、定着するまでの間、定期的に連絡・相

談等の支援の継続に努めなければならない。 

（就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 

 

１ 退所日・退所理由・退所に至る

経過・退所先を明確に記録してい

るか。 

また、遺留金品、退所者金品の

引き渡しをもって終結としてい

るか。 

 

２ 退所後に発見された金品の処

理について記録しているか。 

 

３ 区市町村、措置の場合は援護の

実施者（実施機関）等との連絡に

ついて記録しているか。 

 

４ 終結記録を責任者が確認して

いるか。 

  

 

 

１ 地域移行後又は就労後、利用者

と定期的に連絡、相談等を行って

いるか。 

 

 

 

１ 上記のアフターケアに関する

記録を個人別に備えているか。 

 

 

 

 

１ 上記のアフターケアに関する

記録を個人別に備えているか。 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条、第１４３条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第８１条第２項）、第１

５７条第２項、第２１０条、第２１９条 準

用（第２１０条） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１４２条、第１５８条 

準用（第１４２条） 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１７４条 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８７条、第１９６条 

準用（第１８７条） 

 

１ 退所時及び遺留金品・退所者金品の記録内容が不十分

である。 

 

 

 

 

 

１ 退所後に発見された金品の処理について記録してい

ない。 

 

１ 区市町村、措置の場合は援護の実施者(実施機関)等と

の連絡について記録していない。 

 

 

１ 終結記録を責任者が確認していない。 

 

 

 

 

１ 地域移行後又は就労後の利用者と定期的に連絡・相談

等を行っていない。 

 

 

 

 

１ 上記のアフターケアに関する記録を整備していない。 

 

 

 

 

 

１ 上記のアフターケアに関する記録を整備していない。 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 ６ 福祉サービスの提

供 

(1)入浴支援 

ア 心身状況に応じた

入浴 

 

 

 

イ 入浴前の健康管理 

 

 

 

 

 

ウ  入浴機会の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)排せつ支援 

ア 排せつの自立 

 

 

 

 

 

イ おむつの使用 

 

 

 

 

 

ウ 排せつ環境 

  

  

  

  

  エ 夜間対応 

  

  

  

  

 オ 排せつ記録 

 

 

 

 

指定障害者支援施設は、施設入所支援の提供に当た

っては、利用者を入浴させ、又は清しきしなければな

らない。 

 

 

入浴の実施に当たっては、事前に利用者の健康管理

を行うよう努めなければならない。 

 

 

 

 

入浴することが困難な利用者がいる場合は、清しき

を実施するなど利用者の清潔保持に努めなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

施設等は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法

により排せつの自立について必要な援助を行わなけ

ればならない。 

 

 

 

施設等は、おむつを使用せざるを得ない利用者のお

むつを適切に取り替えなければならない。 

 

 

 

 

１ 利用者の心身の状況や自立支

援を踏まえて、一般入浴・特別浴・

介助浴等、適切な方法により実施

しているか。 

 

１ 事前に健康状態の確認を行っ

ているか（体調の悪い者、じょく

そう（床ずれ）のある者等の入浴

については、医師又は看護師の指

示を仰いでいるか）。 

 

１ 入浴することが困難な場合は、

必要に応じて清しきを行ってい

るか。 

 

２ 利用者の希望等を勘案して、入

浴又は清しきを行っているか。 

 

 

 

 

１ 排せつの自立に向けて、障害特

性に応じたトイレの工夫、ポータ

ブルトイレの利用、定時・随時の

トイレ誘導等、適切な方法によ

り、必要な支援を行っているか。 

 

１ 心身及び活動状況に応じた適

切なおむつを選択しているか。 

 

２ 排せつ状況を踏まえたおむつ

交換を適切に行っているか。 

 

１ おむつ交換時には、衝立・カー

テン等を活用しているか。 

 

２ 換気や保温に配慮しているか。 

 

１ 夜間の排せつ支援、おむつ交換

の回数、おむつの種類等について

配慮しているか。 

 

１ 必要に応じ排せつの経過を個

人別に記録し、排せつ状況を把握

しているか。 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第２７条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６９条第２項、第８９条

第２項 

２ 市条例第７５号第２７条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条準用（第８１条第２項） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

 

 

 

１ 利用者の心身の状況や自立支援を踏まえた適切な方

法で入浴を行っていない。 

 

 

 

１ 事前に健康状態をチェック（確認）していない。 

 

 

 

 

 

１ 必要に応じて清しきを行っていない。 

 

 

 

１ 利用者の希望等を勘案して、入浴又は清しきを行って

いない。 

 

 

 

 

１ 排せつの自立に向けて、必要な支援を適切な方法で行

っていない（障害特性に応じた工夫がない）。 

 

 

 

 

１ 適切なおむつを選択していない。 

 

 

１ おむつ交換を適切に行っていない。 

 

 

１ おむつ交換時に、プライバシーの確保がなされていな

い。 

 

１ 換気や保温への対応が不十分である。 

 

 １ 夜間の対応を適切に行っていない。 

  

  

  

 １ 必要に応じ排せつ記録を作成し、排せつ状況を把握し

ていない。 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(3)基本的生活の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 身体的拘束等の禁止 

 

１ 施設等は、利用者に対し、離床、着替え及び整容

その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設等は、利用者の使用する設備等について、衛

生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

 

 

 

 

 

１ 施設等は、福祉サービスの提供に当たっては、利

用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 

  緊急やむを得ない場合とは、 

   (1)利用者又は他の利用者等の生命又は身体に危

険が及ぶ可能性が著しく高いこと。（切迫性） 

(2)身体的拘束等を行う以外に当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するための手

段がないこと。（非代替性） 

    (3)身体的拘束等が一時的なものであること。 

（一時性） 

 のいずれにも該当する場合をいう。 

 

 

１  移動介助（車いす・歩行等の確

保）に対する配慮はあるか。 

 

２  基本的生活の介助（食事、洗面、

衣服の着脱、清掃、洗濯、身の回

りの整理・整頓等）に対する配慮

はあるか。 

 

３  寝たきりを防止するための離

床対策を実施しているか。 

 

４ 起床時等は寝巻から日常着へ

の着替えを促しているか。 

 

５ 理美容について配慮はあるか。 

 

６ 利用者が自炊を行う場合に適

切な指導及び援助を実施してい

るか。 

 

７ 買い物等について配慮はある

か。 

 

 

１ 衛生的な被服及び寝具を確保

するよう努めているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者又は他の利用者の生命

又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行っていないか。 

 

 

１ 市条例第７３号第６９条第４項、第８９条

第４項 

２ 市条例第７５号第２７条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第７８条第１項、第９７条

第１項、第１４３条、第１５８条、第１７６

条、第１９１条、第１９６条 準用（第９７

条第１項） 

２ 市条例第７５号第４８条第１項 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条 準用（第３７条第１項、

第２項） 

２ 市条例第７５号第５１条第１項、第２項 

３ 平成 29年 3月厚生労働省 社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進

室「障害者福祉施設等における障害者虐待の

防止と対応の手引き」Ⅶ 

 

 

 

１ 移動介助を行っていない。 

 

 

１ 基本的生活の介助（食事、洗面、衣服の着脱、清掃、

洗濯、身の回りの整理・整頓等）を行っていない。 

 

 

 

１ 離床対策を実施していない。 

 

 

１ 起床時に着替えを促していない。 

 

 

１ 理美容についての配慮が不十分である。 

 

１ 利用者が自炊を行う場合に適切な指導及び援助を実

施していない。 

 

 

１ 買い物の機会を確保していない。 

 

 

 

１ 衛生的な被服及び寝具を確保していない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者に対し身体的拘束等を行うことが適切な対応

であるか、組織的に検討していない。 

 ２ 利用者に対する行動制限が身体的拘束等に当たる可

能性があるか、検討していない。 

 ３ 身体的拘束等を行うことが「緊急やむを得ない場合」

であるか検討していない。 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 虐待の防止 

(1)虐待の禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設等は、利用者又は他の利用者の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う際の手続について、運営規程に定めなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

３ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、あ

らかじめ指定する複数の者をもって構成する組織体

での判断を必要とし、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由に

ついて検討した過程その他必要な事項を記録しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

４ 施設等は、身体的拘束等の適正化を図るため、以

下に掲げる措置を講じなければならない。 

 （1）身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するた

めの委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期

的に開催するとともに、その結果について、従業

者に十分に周知すること。 

 （2）身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。 

 （3）従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

 

 

 

５ 上記３又は４に規定する基準を満たしていない場

合に、１日につき５単位を所定単位数から減算す

る。 

 

 

 

 

 

１ 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 

 

 

１ 緊急やむを得ない場合に身体

的拘束等を行う際の手続を、運営

規程に定めているか。 

  

 

 

 

 

 

１ 身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由について検討した

過程その他必要な事項を記録し

ているか。 

 

 

 

 

 

１ 身体的拘束等の適正化に係る

対策を検討するための委員会を

定期的に開催しているか。 

 

 

２ 身体的拘束等の適正化のため

の指針を整備しているか。 

 

３ 従業者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に

実施しているか。 

 

 

1  上記３又は４に規定する基準を

満たしているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 障害者虐待の疑われる行為が

行われているか。 

 

 

１ 市条例７３号第７４条第１０号、第９６条

第１２号、第１４３条、第１５８条、第１７

６条、第１９１条、第１９６条 準用（第９

６条第１２号） 

２ 市条例７５号第４３条第１３号 

３ 障発第 1206001号通知第四３（１６）⑤ 

４ 障発第 0126001号通知第三３（３５）⑧ 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条 準用（第３７条第３項） 

２ 市条例第７５号第５１条第３項 

３ 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課 地域生活支援推進室「障害者福

祉施設等における障害者虐待の防止と対応

の手引き」Ⅶ 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条 準用（第３７条第４項） 

２ 市条例第７５号第５１条第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 障発1031001号通知第二の１（１２） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障害者虐待防止法第３条 

 

 

１ 施設等において、緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う際の手続について、運営規程に定めていない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身体的拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由

等について、個別支援計画に記載がない。 

２ 身体的拘束等を行うに当たって、その態様及び時間、

緊急やむを得ない理由について、利用者やその家族に説

明し、了解を得ていない。 

３ 身体的拘束等を行ったにもかかわらず、身体的拘束等

の状況の記録を作成していない。 

４ 身体的拘束等を行った際の、その態様、時間又は利用

者の心身の状況を具体的に記録していない。 

 

 

１ 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための

委員会を定期的に開催していない。 

２ 委員会の開催について、従業者に十分に周知していな

い。 

 

１ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していな

い。 

 

１ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施していない。 

 

 
 

１ 上記３又は４に規定する基準を満たしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者に対し、虐待が疑われる行為が行われていた。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(2)虐待防止等の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(3)虐待に係る通報 

 

１ 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事

業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等の研修の

実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障

害者福祉施設を利用し、又は当該障害福祉サービス

事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びそ

の家族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害

者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のた

めの措置を講じなければならない。 

 

 

２ 施設等は、虐待の防止のための措置に関する事項

について運営規程に定めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施設等は、虐待の発生及び再発を防止するため、

以下に掲げる措置を講じなければならない。 

 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことも可）を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

 ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

 ・上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

 

 

 

４ 施設等は、利用者の権利の保護のため必要がある

と認められる場合には、関係機関と連携し、成年後

見制度の利用を支援するよう努めなければならな

い。 

 

 

 

 

１ 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事

業等を行う者は、障害者福祉施設従事者等による障

害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したとき

は、速やかに、これを区市町村に通報しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待の防止のための措置に関

する事項について運営規程に定

めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待防止に係る委員会を定期

的に開催し、その結果について、

従業者に十分周知しているか。 

 

２ 従業者に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施してい

るか。 

 

３ 委員会や研修を適切に実施す

るための担当者を置いているか。 

 

４ 虐待防止マニュアル、規程等を

作成しているか。 

 

１ 自ら権利を擁護することが困

難な利用者について、関係機関と

連携し、成年後見制度の利用を支

援するよう努めているか。 

 

 

 

 

１ 虐待を受けたと思われる障害

者を発見したときに、速やかに区

市町村に通報しているか。 

 

１ 障害者虐待防止法第１５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第７４条第９号、第９６条

第１１号、第１４３条、第１５８条、第１７

６条、第１９１条、第１９６条 準用（第９

６条第１１号）、第２０９条第７号、第２１

９条 準用（第２０９条第７号） 

２ 市条例第７５号第４３条第１２号 

３ 最低基準（社会参加支援施設）第２０条第

６号準用 

 

 

１ 市条例第７３号第３条第３項及び第８２

条、第１００条、第１４３条、第１５８条、

第１７６条、第１９１条、第１９６条、第２

１１条、第２１９条 準用（第４３条） 

２ 市条例第７５号第３条第３項及び 

３ 最低基準（社会参加支援施設）第２条第４

項 

４ 平成 29年 3月厚生労働省 社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進

室「障害者福祉施設等における障害者虐待の

防止と対応の手引き」Ⅲ 

 

 

 

１ 市条例第７３号第３条第４項 

２ 市条例第７５号第３条第４項 

３ 平成 29年 3月厚生労働省 社会・援護局障

害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進

室「障害者福祉施設等における障害者虐待の

防止と対応の手引き」Ⅲ 

 

 

１ 障害者虐待防止法第１６条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待の防止のための措置に関する事項について運営

規程に定めていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 虐待防止に係る委員会を定期的に開催していない。 

２ 委員会の開催結果について、従業者に十分に周知して

いない。 

 

１ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実  

施していない。 

 

 

１ 委員会や研修を実施するための担当者を置いていな

い。 

 

１ 虐待防止マニュアル、規程等を作成していない 

 

 

１ 関係機関と連携し、成年後見制度の利用を支援するよ

う努めていない。 

 

 

 

 

 

 

１ 虐待を受けたと思われる障害者を発見したときに、速

やかに区市町村に通報していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

  

９ 訓練 

(1)機能訓練（療養介護） 

 

 

 

 

 

(2)訓練（自立訓練（機

能訓練・生活訓練）、就

労移行支援、就労継続

支援Ａ型・Ｂ型） 

 

 

１ 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の

維持回復を図り、日常生活の自立を支援するため、

必要な機能訓練を行わなければならない。 

 

 

 

１ 指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支

援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業者並びに指

定障害者支援施設は、利用者の自立の支援及び日常

生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応

じ、必要な技術をもって訓練を行わなければならな

い。 

 

 

 

２  指定自立訓練（機能訓練・生活訓練)、就労移行支

援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業者は、利用

者に対し、有する能力を活用することにより、自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、当該利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を

行わなければならない。 

 

 

 

 

 

３ 指定障害者支援施設は、自立訓練(機能訓練)、自

立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援

Ｂ型の提供に当たっては、利用者に対し、自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当

該利用者の心身の特性に応じ、必要な訓練を行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

４ 指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支

援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業者並びに指

定障害者支援施設は、常時１人以上の従業者を訓練

に従事させなければならない。 

 

 

１ 利用者に対し、必要な機能訓

練を行っているか。 

 

 

 

 

１ 利用者の心身の状況に応じ、

必要な技術をもって訓練を行っ

ているか。 

  

 

 

 

 

 

１ 個別支援計画によるサービス

の目標等を念頭に行われている

か。 

２ 単に身体機能の維持又は向上

のための訓練を行うのみなら

ず、利用者の生活全般にわたる

諸課題を解決するための訓練も

含め、総合的な支援が行われて

いるか。 

 

 

１ 個別支援計画によるサービス

の目標等を念頭に行われている

か。 

２ 単に身体機能の維持又は向上

のための訓練を行うのみなら

ず、利用者の生活全般にわたる

諸課題を解決するための訓練も

含め、総合的な支援が行われて

いるか。 

 

 

１ 常時１人以上の従業者を訓練

に従事させているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第６８条 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１４１条第１項、第１５

８条、第１７６条、第１９１条、第１９６条 

準用(第１４１条第１項） 

２ 市条例第７５号第２８条第１項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１４１条第２項、第１５

８条、第１７６条、第１９１条、第１９６条 

準用(第１４１条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第２８条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１４１条第３項、第１５

８条、第１７６条、第１９１条、第１９６条 

準用(第１４１条第３項） 

２ 市条例第７５号第２８条第３項 

 

 

１ 作業療法士又は理学療法士等が行う機能訓練が行わ

れていない。 

 ２ 日常生活の中での機能訓練やレクリエーション、行事

の実施等を通じた機能訓練が行われていない。 

 

 

１ 利用者の心身の状況に応じた訓練を行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 訓練の実施が個別支援計画に位置付けられていない。 

 

 

１ 利用者の生活全般にわたる諸課題を解決することを

目的とした訓練（ＡＤＬ訓練、ＩＡＤＬ訓練）が行われ

ていない。 

 

 

 

 

 

１ 訓練の実施が個別支援計画に位置付けられていない。 

 

 

１ 利用者の生活全般にわたる諸課題を解決することを

目的とした訓練（ＡＤＬ訓練、ＩＡＤＬ訓練）が行われ

ていない。 

 

 

 

 

 

１ 常時１人以上の従業者を訓練に従事させていない。 

 

 

Ｃ 

 

Ｂ 

 

 

 

   Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 社会生活上の便

宜の供与等 

(1)レクリエーション行

事の実施 

 

 

(2)行政機関に対する手

続等の代行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)家族との連携 

 

 

 

 

 

  

(4)地域生活移行支援 

ア 地域生活移行の検討 

 

５ 指定自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支

援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業者並びに指

定障害者支援施設は、利用者に対し、当該利用者の

負担により、当該施設等の従業者以外の者による指

導、訓練等を受けさせてはならない。 

 

 

 

 

１ 指定療養介護事業者及び指定障害者支援施設は、

必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事

を行うよう努めなければならない。 

 

１ 指定障害者支援施設は、利用者が日常生活を営む

上で必要な行政機関に対する手続等について、当該

利用者又はその家族が行うことが困難である場合

は、当該利用者の同意を得て代わって行わなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定療養介護事業者及び指定障害者支援施設は、

常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者

とその家族との交流等の機会の確保に努めなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

１ サービス管理責任者は、利用者が事業所又は施設

を退所して自立した日常生活を送ることが可能か

どうか定期的に検討しなければならない。 

 

２ また検討に当たっては、従業者がチームを組んで

協議しなければならない。 

 

３ 利用者の状況に応じ、地域生活に移行できるよ

う、段階的に通所、訪問等のサービスを組み合わせ

るとともに、就労移行支援事業所等の他の日中活動

サービス事業者と連携し、地域生活への移行等に必

要な調整を行わなければならない。 

（機能訓練、生活訓練） 

 

４ 利用者の生活の場となる環境や社会資源などを

踏まえて、個別支援計画に沿って訓練を実施するよ

う努めなければならない。（機能訓練、生活訓練） 

 

１ 利用者の負担により、当該施

設等の従業者以外の者による指

導、訓練等を受けさせていない

か。 

 

 

 

 

 

１ 利用者のためのレクリエーシ

ョン行事を行っているか。 

 

 

１ 郵便、証明書等の交付申請等

利用者が日常生活を営む上で必

要な行政機関に対する手続等の

代行について、その都度利用者

等の同意を得た上で行っている

か。 

 

２ 金銭に係る手続等について

は、書面等による事前の同意、

代行後その都度本人の確認を得

ているか。 

 

１ 常に利用者の家族との連携を

図るとともに、利用者とその家

族との交流等の機会の確保に努

めているか。 

 

 

 

 

１ 居宅において日常生活を営む

ことができるかどうかを定期的

に検討しているか。 

 

１ 従業者がチームを組んで協議

しているか。                  

 

１ 地域生活移行のため、段階的

に通所、訪問等サービスを組み

合わせ、また他の日中活動サー

ビス事業者と連携し、地域生活

移行等に必要な調整を行ってい

るか。 

 

１ 利用者の生活の場となる環境

や社会資源などを踏まえて、個

別支援計画に沿った訓練が実施

されているか。 

 

１ 市条例第７３号第１４１条第４項、第１５

８条、第１７６条、第１９１条、第１９６条 

準用(第１４１条第４項） 

２ 市条例第７５号第２８条第４項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第７０条第１項 

２ 市条例第７５号第３６条第１項 

 

 

１ 市条例第７５号第３６条第２項 

 

 

 

 

 

 

１ 障発 0126001号通知第三３（２９）② 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第７０条第２項 

２ 市条例第７５号第３６条第３項 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６６条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条 準用（第６６条）、第２０

５条、第２１９条 準用（第２０５条） 

 ２ 市条例第７５号第２５条 

 

 

１ 市条例第７３号第１４２条、第１５８条  

  準用（第１４２条） 

 

１ 利用者の負担により、従業者以外の者による指導、訓

練等を受けさせている。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者のためのレクリエーション行事を行っていな

い。 

 

 

１ 行政機関に対する手続等を代行する場合、その都度利

用者等の同意を得ていない。 

 

 

 

 

 

 １ 金銭に係る手続等について、書面等をもって事前に同

意を得ていない。 

 ２ 金銭に係る手続等について、代行後、その都度本人に

確認を得ていない。 

 

１ 利用者の家族に対し、施設の会報の送付、施設等が実

施する行事等への参加の呼びかけ等により、利用者とそ

の家族が交流できる機会を確保するよう努めていない。 

 

 ２ 利用者と家族の面会の場所や時間等について、利用者

やその家族の利便に配慮したものとするよう努めてい

ない。 

 

１ 居宅において日常生活を営むことができるかどうか

定期的に検討していない。 

 

 

１ 関係従業者の間で定期的に協議していない。 

 

 

１ 地域生活移行のために必要な調整を行っていない。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者の生活の場となる環境や社会資源などを踏まえ

た訓練になっていない。 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

  Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

イ 退所支援 

 

 

 

 

 

 

ウ 自立生活援助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 相談及び援助 

(1)一般生活相談 

 

 

 

 

 

(2)入院期間中の取扱い 

 

施設等は、利用者の心身の状況、置かれている環境

等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行

い得る体制をとることにより、積極的に利用者の生活

の質の向上を図る必要がある。 

 

 

 

１ 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に 1回以

上、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状

況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況

等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに

相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等

との連絡調整その他の障害者が地域における自立

した日常生活又は社会生活を営むために必要な援

助を行わなければならない。 

 

２ 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報が

あった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪

問等による状況把握を行わなければならない。 

 

３ 指定自立生活援助事業者は、上記の状況把握を踏

まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指

定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関

係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切

に講じなければならない。 

 

４ 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況

及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利

用者との常時の連絡体制を確保しなければならな

い。 

 

 

 

 

１ 指定障害者支援施設は、入院後おおむね３月以内

に退院することが見込まれる利用者に対し、希望等

を勘案した上で、退院後再び施設を利用できるよ

う、退院の手続等、適切な便宜を供与する必要があ

る。 

 

２ 「入院後おおむね３月以内に退院することが見込

まれる」かどうかの判断は、利用者の入院先の病院

及び診療所の医師に確認するなどの方法によらな

ければならない。 

 

１ 利用者の心身の状況、置かれて

いる環境等を把握し、必要な生活

相談、助言、援助等を行っている

か。 

 

 

 

１ おおむね週に 1回以上、利用者

の居宅を訪問し、必要な援助等を

行っているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者からの通報があった場

合に、居宅への訪問等による状況

把握を行っているか。 

 

１ 上記の状況把握を踏まえ、家族

や関係機関等との連絡調整その

他の必要な措置を適切に講じて

いるか。 

 

 

１ 適切な方法により、利用者との

常時の連絡体制を確保している

か。 

 

 

 

 

 

１ おおむね３月以内に退院する

ことが見込まれる利用者に対し、

適切な便宜を供与しているか。 

 

 

 

１ ３月以内に退院できるかどう

か、医療機関に確認しているか。 

 

１ 市条例第７３号第６７条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第６７条） 

２ 市条例第７５号第２６条第１項 

 

 

１ 市条例第７３号第２１７条 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第２１８条第１項 

 

 

 

１ 市条例第７３号第２１８条第２項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第２１８条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第３９条 

 

 

 

 

 

１ 障発 0126001号通知第三３（３２）① 

 

１ 円滑な退所のための援助を行っていない。 

２ 利用者の意向や希望を勘案せず、一方的である。 

 

 

 

 

 

１ おおむね週に 1回以上、利用者の居宅を訪問し、必 

要な援助等を行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 居宅への訪問等による状況把握を行っていない。 

 

 

 

１ 家族や関係機関等との連絡調整その他の必要な措置 

を適切に講じていない。 

 

 

 

 

１ 利用者との常時の連絡体制を確保していない。 

２ 利用者との常時の連絡体制が不適切である。 

 

 

 

 

 

 

１ 必要な相談体制がとられていない。 

２ 相談への助言指導が不十分である。 

 

 

 

 

１ 退院後再び施設障害福祉サービスが利用できるよう、

適切な便宜を供与していない。 

 

２ 退院の見込みを医療機関に確認していない。 

 

Ｂ 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１２ 援護の実施者と

の連携 

(1)連携状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)報告・通知状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 秘密保持等 

 

 

 

１  利用者の自立更生のためには、区市町村との連携

は不可欠なものである。 

 

 

 

２ 福祉サービスに係る会議等において、区市町村の

参加を求めるとともに、支援目標の設定等、必要に

応じ意見を求めること。 

 

 

１ 施設等は、受給者証記載事項について、遅滞なく

区市町村に報告しなければならない。 

 

 

 

 

２ 利用者が不正行為等により、自立支援給付の支給

を受け、又は受けようとしたときは、意見を付して

区市町村に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

１ 施設等の管理者及び従業者は、正当な理由なく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設等は、管理者及び従業者であった者が、正当

な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

 

 

 

３ 施設等は、他の指定障害福祉サービス事業者等に

対し、利用者又はその家族に関する情報を提供する

際は、あらかじめ、文書により当該利用者又はその

家族の同意を得なければならない。 

 

 

 

１  入退所の際及び障害福祉サー

ビスの提供に当たっての検討を、

区市町村との連携のもと行って

いるか。 

 

１  区市町村が、福祉サービスに係

る会議等に参加できる体制を確

保しているか。 

 

 

１ 入退所の際、受給者証記載事項

を遅滞なく区市町村に報告して

いるか。  

 

 

 

１ 利用者が不正行為等により、自

立支援給付の支給を受け、又は受

けようとしたときは、意見を付し

て区市町村に通知しているか。 

 

 

 

 

１ 管理者及び従業者は、その業務

上知り得た利用者又はその家族

の秘密の保持を遵守しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 従業者等でなくなった後にお

いても、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講

じているか。 

 

 

１ 他の指定障害福祉サービス事

業者等に対し、利用者又はその家

族に関する情報を提供する際は、

あらかじめ、文書により当該利用

者又は家族から同意を得ている

か。 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１７条） 

２ 市条例第７５号第１６条 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第５９条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第１０条第３項） 

２ 市条例第７５号第９条第３項 

 

１ 市条例第７３号第７２条、第９５条、第１

４３条、第１５８条、第１７６条、第１９１

条、第１９６条 準用（第９５条）、第２１

１条、第２１９条 準用（第２９条） 

２ 市条例第７５号第４１条 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第３８条第１項） 

２ 市条例第７５号第５２条第１項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第３８条第２項） 

２ 市条例第７５号第５２条第２項 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

 準用（第３８条第３項） 

２ 市条例第７５号第５２条第３項 

 

 

 

１ 入退所や施設支援の提供に当たっての検討を区市町

村との連携のもと行っていない。 

 

 

 

１ 区市町村が、福祉サービスに係る会議等に参加できる

体制がない。 

 

 

 

１ 受給者証記載事項を区市町村に報告していない。 

 

 

 

 

 

１ 利用者の自立支援給付の不正受給について、区市町村

に意見を付して通知していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 管理者及び従業者が、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密の保持を遵守していない。 

 

２ 施設内の共用部の従業者以外の利用者等の手が届く

位置に利用者の個人情報を記載した帳簿を置いている。 

 

３ 従業者以外の利用者等の目に付く位置に、個人情報を

記載した掲示物がある。 

 

４ 面会簿が個人ごと、面会ごとになっておらず、面会履

歴が第三者にわかる状態になっている。 

 

１ 従業者等でなくなった後においても、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を保持すべきことを、従

業者の雇用時等に取り決めるなどの措置を講じていな

い。 

 

 

 

１ 他の指定障害福祉サービス事業者等に対し、利用者又

はその家族に関する情報提供を行う場合に、あらかじ

め、文書により当該利用者又は家族から同意を得ていな

い。 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

    

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１４ 事故対応 
 

 

１ 利用者が安心して福祉サービスの提供を受けら

れるよう、施設等は、福祉サービスの提供により事

故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用

者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

   特に、 

① 死亡事故（誤嚥によるもの等） 

② 重症事故（転倒・骨折事故等） 

③ 無断外出（警察・消防等の他の機関が関わった

もの、数日に渡るもの等） 

④ 感染症の発生 

⑤ 事件性のあるもの（職員による暴力事件等） 

⑥ 保護者や関係者とのトラブル発生が予想される

もの 

⑦ 施設運営上の事故の発生（不正会計処理、送迎

中の交通事故等） 

⑧ その他特に報告の必要があると施設が判断した

もの 

については、必ず八王子市に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

２ 利用者に対する福祉サービスの提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を

行わなければならない。 

 

 

１ 区市町村、当該利用者の家族等

に速やかに連絡・報告している

か。 

 

 

 

２ 八王子市への報告対象事故等

について、速やかに報告している

か。 

 

３ 事故発生時の対応方法を定め

るなどして、適正な措置を講じて

いるか。 

 

 

４ 事故発生の原因を解明し、再発

防止策を講じているか。 

 

５ 事故記録を整備、保存している

か。 

 

 

 

 

 

１ 速やかに損害賠償を行ってい

るか。 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第４２条第１項） 

２ 市条例第７５号第５７条第１項 

 

１ 平成 28 年 5 月 30 日付八王子市福祉部障

害者福祉課「施設・事業所における事故等防

止対策の徹底について」 

 

１ 障発 1206001号通知準用（第三３（２７）

①） 

２ 障発 0126001号通知第三３（４６）① 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８１条第２項、第１００

条、第１４３条、第１５８条、第１７６条、

第１９１条、第１９６条 準用（第８１条第

２項）、第２１０条、第２１９条 準用（第

２１０条） 

２ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第４２条第３項） 

２ 市条例第７５号第５７条第３項 

 

 

 

１ 速やかに連絡・報告をしていない。 

 

 

 

 

 

１ 八王子市に対し、対象事故等を報告していない。 

 

 

 

１ 事故発生時の対応方法を定めていない。 

 

 

 

 

１ 事故発生の原因を解明し、再発防止策を講じていな

い。 

 

１ 事故記録を整備、保存していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 速やかに損害賠償を行っていない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１５ 利用者負担額 

(1)自立支援給付費・支

給対象サービスの利

用者負担額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)その他のサービスに

関わる利用者負担額 

 

 

１ 施設等は、利用者に福祉サービスを提供した場合

は、支援法第２９条に規定する基準により算定した

額を利用者から受け取るものとする。 

 

 

２ 利用者の入院、外泊に係る報酬基準は、１月に８

日を限度とする。 

 

 

３ 利用者負担額について、利用者の負担軽減を図る

観点から支給決定障害者等の所得等の状況に応じ

て負担上限月額を設けることとしている。 

 

４ 利用者負担軽減措置は、利用者本人の申請に基づ

いて行われる。そのため、利用者への制度の周知、

申請を促す等の支援を行う必要がある。 

 

５ 施設等は、利用者負担として金銭の支払を受けた

場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支

払った利用者に対し交付しなければならない。 

 

 

 

 

６ 施設等は、区市町村から介護給付費・訓練等給付

費・補足給付費等の支給を受けた場合は、利用者に

対し、その額を通知しなければならない。 

 

 

 

７ 法定代理受領を行わない施設等は、福祉サービス

に係る費用の支払を受けた場合は、その提供したサ

ービスの内容、費用の額その他必要と認められる事

項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付

しなければならない。 

 

 

１ 施設等により行われる便宜であっても、福祉サー

ビスとは関係のないもの（利用者の事情により必要

となる嗜好品、贅沢品の購入等）及び、当該金銭の

使途が利用者の便益を直接向上させるものは、利用

者負担としてかまわない。 

 

 

 

２ 利用者に求める金銭の支払の範囲については、一

定のルールを定め、契約書に記載するなどして利用

者の同意を得ておく必要がある。 

 

 

１ 契約書に基づき適正に受領し

ているか。 

 

 

 

１ 利用者の入院・外泊等の状況を

把握し、適切な金額を請求してい

るか。 

 

１ 全利用者について、所得区分、

月額上限負担額を把握している

か。 

 

１ 個別減免、補足給付、社会福祉

法人減免（実施する場合）の申請

支援は行われているか。 

 

１ 利用者負担額を受領した際は、

領収証を交付しているか。 

 

 

 

 

 

１ 代理受領方式により、区市町村

から介護給付費・訓練等給付費・

補足給付費等の支給を受けた場

合、利用者にその額を通知してい

るか。 

 

１ 償還払い方式の場合、サービス

提供証明書を交付しているか。 

 

 

 

 

 

１ 利用者に求めることのできる

金銭の支払の範囲を一定のルー

ルのもと、適正に定めているか。 

 

 

 

 

 

１ 利用者に金銭の支払を求める

場合、使途・金額・理由・支払方

法等を書面で明らかにし、利用者

の同意を得ているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第６１条、第８８条、第１

４０条、第１５５条、第１７６条、第１９１

条、第１９６条 準用（第１４０条）、第２

１１条、第２１９条 準用（第２１条） 

２ 市条例第７５号第２０条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第６１条第４項、第８８条

第５項、第１４０条第５項、第１５５条第６

項、第１７６条、第１９１条、第１９６条 準

用（第１４０条第５項）、第２１１条、第２

１９条 準用（第２１条第４項） 

２ 市条例第７５号第２０条第５項 

 

１ 市条例第７３号第６３条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第２３条） 

２ 市条例第７５号第２２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第８２条、第１００条、第

１４３条、第１５８条、第１７６条、第１９

１条、第１９６条、第２１１条、第２１９条 

準用（第２０条） 

２ 市条例第７５号第１９条 

３ 障発1206001号通知第三の３（１０） 

４  障発0126001号通知第三の３（１２） 

 

 

１ 契約書に明記された受領額・受領方法により適正に受

領していない。 

 

 

 

１ 利用者の入退院の状況を把握せず、入院期間中の不要

額を受領している。 

 

 

１ 全利用者について、所得区分、月額上限負担額を把握

していない。 

 

 

１ 負担軽減措置の申請支援がなされていない。 

 

 

 

１ 利用者に、領収証を交付していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 代理受領方式の場合、当該利用者に係る介護給付費・

訓練等給付費・補足給付費等の額を通知していない。 

 

 

 

 

１ 償還払い方式の場合、必要事項を記載したサービス提

供証明書を交付していない。 

 

 

 

 

 

１ 施設等で負担すべき費用を利用者に負担させている。 

２ 利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲を、一

定のルールのもと、適正に定めていない。 

 

 

 

 

 

１ 利用者負担となるサービス内容・費用等について、書

面により明らかにし、利用者の同意を得ていない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１６ 利用者預り金等

の管理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)管理規程の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)規程の内容と管理体

制 

 

 

利用者が所有する金銭を自己で管理することは当

然のことである。 

しかし、心身の状況により自ら管理することが困難

な者もおり、その場合、利用者からの依頼に基づき施

設等が管理を代行することができる。この場合、施設

等は、利用者から信頼される方法で、契約に基づき、

規程に沿った適切な管理及び出納事務を責任を持っ

て行う。 

 

施設等で預り金を管理する場合には、「預り金等管

理規程」を作成し、それに沿った方法によること。 

 

 

 

 

 

 

 

預り金等管理規程には以下の点を規定し、実務にお

いて遵守されなければならない。 

 

１ 施設等において金銭等を管理する場合、利用者及

び家族との間で「預り金等管理依頼書（契約書）」を

整備する必要がある。 

 

 

２ 管理を依頼できる年金等は、利用者本人が受給者

となっているものに限る。 

 

３ 管理を承諾した場合、預金口座、名義人、印鑑、

預金額等を確認し、預り金等管理台帳を作成するこ

と。 

 

４ 現金持参による管理依頼は、事故等の危険性を考

慮し、原則として受け付けないが、やむを得ない場

合は、複数の者の立会いを得た上で、預り証を交付

すること。 

 

５ 通帳及び印鑑は、責任者及び補助者を選定した上

で、鍵のかかる場所で別々に保管すること。 

 

 

 

６ 預り金等の収支を、定期的に利用者又は家族に報

告しなければならない。 

 

 

 

７ 通帳及び現金は、利用者ごとに管理しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 管理規程を定めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 預り金等管理依頼書（契約書）

が整備されているか。 

 

 

 

１ 管理している年金等は、利用者

本人が受給者になっているか。 

 

１ 管理に必要な事項を確認し、管

理台帳を作成しているか。 

 

 

１ 預り証を交付しているか。 

 

 

 

 

１ 通帳と印鑑の管理は別の者が

行い、鍵のかかる場所で別々に保

管しているか。 

 

 

１ 預り金等の収支報告を定期的

に行っているか。 

 

 

 

１ 通帳及び現金は個人別に管理

されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206002 号通

知「障害福祉サービス等における日常生活に

要する費用の取扱いについて」５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成 18 年 12 月 6 日障発第 1206002 号通

知「障害福祉サービス等における日常生活に

要する費用の取扱いについて」５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 管理規程を作成して定めていない。 

２ 管理規程の内容が不十分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 預り金等管理依頼書（契約書）が整備されていない。 

 

 

 

 

１ 年金等の受給者が、利用者本人になっていない。 

 

 

１ 預り金等管理台帳（総括表・個別表）を作成していな

い。 

 

 

１ 預り証を交付していない。 

 

 

 

 

１ 通帳と印鑑を同一の者が管理している。 

２ 通帳と印鑑を同一の場所に保管している。 

３ 通帳と印鑑を保管する金庫等の鍵を同一の場所で管

理している。 

 

１ 預り金の収支状況を定期的に利用者又は家族に報告

していない 

２ 預り金の収支状況を施設長等が定期的に確認してい

ない。 

 

１ 預金通帳及び現金を個人別に管理していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)現金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)本人支給金 

 

 

 

(5)自己管理 

 

８ 支出は、出金依頼書に基づいて行う。 

 

 

９ 受払状況は、証憑書類（依頼書、通帳、受領書、

領収書等）により明確にする必要がある。 

 

10 預り金等管理台帳（総括表・個別表）及び現金出

納簿を責任者が定期的に確認しなくてはならない。 

 

 

 

１ 現金を預かる場合も、管理規程において定める必

要がある。留意すべき事項は、(2)とほぼ相違ない。 

 

 

２ 事故の危険性を考慮し、限度額を定める必要があ

る。 

 

 

 

 

本人支給金については、帳簿の記入等により、支給

状況を明らかにする必要がある。 

 

 

１ 自主性の尊重及び自立支援の観点から、利用者本

人による管理を原則とする。 

 

 

２ 金銭の自己管理について支援を行う場合には、保

管場所が確保される必要がある。 

 

１ 出金依頼書は作成されている

か。 

 

１ 受払状況が証憑書類により明

確になっているか。 

 

１ 預り金等管理台帳及び現金出

納簿を責任者が定期的に確認し

ているか。 

 

 

１ 現金出納簿を適正に作成して

いるか。 

 

 

１ 現金は多額になっていないか。 

 

２ 収支状況を定期的に利用者又

は家族に報告しているか。 

 

 

１ 現金出納簿を適正に作成して

いるか。 

 

 

１ 本人、家族による管理が可能な

者まで、一律に施設等が管理して

いないか。 

 

１ 自己管理のために必要な保管

場所の確保等の配慮があるか。 

  

１ 出金依頼書に基づき処理していない。 

 

 

１ 証憑書類を整備していない。 

２ 預り金の返還時に受領書を徴していない。 

 

１ 預り金等管理台帳等を責任者が定期的に確認してい

ない。 

 

 

 

１ 現金出納簿を作成していない。 

２ 現金出納簿の整備が不十分である。 

 

 

１ 現金が多額になっている。 

 

１ 収支状況を定期的に利用者又は家族に報告していな

い。 

 

 

１ 現金出納簿を作成していない。 

 

 

 

１ 本人、家族による管理が可能な者まで、一律に施設が

管理している。 

 

 

１ 自己管理のために必要な保管場所を確保していない。 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１７ 遺留金品等 

(1)遺留金品の把握 

 

 

 

 

(2)援護の実施者への報

告・処理 

 

 

 

 

 

 

(3)処理状況の記録 

 

 

 

 

(4)退所者金品 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)残留金品 

 

 

遺留金品の所有権は民法上利用者本人（本人死亡の

場合はその相続人）にあり、施設が勝手に処分するこ

とは許されない。 

 

 

遺留金品については、援護の実施者に報告し、その

指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

遺留金品の処理経過については、退所の経過と相ま

って、記録に残す等により、明確にしておくことが望

ましい。 

 

 

１ 退所者金品とは、利用者が所持又は事業者及び施

設等に預けていた金品で、退所の際、利用者又は家

族等に、適切に引き渡さなければならない。 

 

２ 処理状況は、退所の経過と相まって、記録に残す

等により、明確にしておくことが望ましい。 

 

 

 

１ 残留金品とは、利用者が所持又は事業者及び施設

等に預けていた金品で、利用者が行方不明のため、

施設に残留しているものをいう。 

 

２ 保管状況は、記録に残す等により、明確にしてお

くことが望ましい。 

 

 

１  遺留金品の把握を漏れなく行

っているか。 

 

 

 

１  遺留金品の状況を援護の実施

者に報告し、その指示に従って処

理しているか。 

 

２  遺留金品の処理に遅滞はない

か。 

 

 

１  処理経過について、ケース記

録に記入するなど明確になって

いるか。 

 

 

１  退所者の金品の把握を漏れな

く行っているか。 

 

 

１  預り金の返還等の処理状況に

ついて、ケース記録に記入するな

ど明確になっているか。 

 

 

１ 残留金品の把握を漏れなく行

っているか。 

 

 

１ 残留金品の保管状況はケース

記録に記入するなど明確になっ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第６０条第２項 

 

 

１ 遺留金品の把握が不十分である。 

 

 

 

 

１ 速やかに援護の実施者に報告していない。 

２ 援護の実施者の指示に基づく処理を行っていない。 

 

 

１ 処理に著しい遅滞がある。 

 

 

 

１ 処理経過を明確に記録していない。 

 

 

 

 

１ 退所者金品の把握が不十分である。 

 

 

 

１ 処理状況を明確に記録していない。 

 

 

 

 

１ 残留金品の把握をしていない。 

 

 

 

１ 保管状況を明確に記録していない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 



 25 

項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

１８ 食事 

(1)食事の提供 

 

 

１ 指定障害福祉サービス事業者は、あらかじめ、利

用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う

場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、

当該利用者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定障害者支援施設（施設入所支援を提供する場

合に限る。）は、正当な理由なく、食事の提供を拒ん

ではならない。 

 

 

  

３ 指定障害者支援施設は、食事の提供を行う場合に

は、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に

関して説明を行い、当該利用者の同意を得なければ

ならない。 

 

 

４ 施設等は、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、

適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の

年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内

容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わ

なければならない。 

 

 

１ 指定障害福祉サービス事業者

は、あらかじめ、利用者に対し食

事の提供の有無を説明している

か。 

 

２ 指定障害福祉サービス事業者

が食事の提供を行っている場合、

その内容及び費用に関して、文書

により事前に説明を行い、当該利

用者から文書により同意を得て

いるか。 

 

 

１ 施設入所支援を提供する指定

障害者支援施設は、正当な理由な

く食事の提供を拒んでいないか。 

 

 

 

１ 指定障害者支援施設が食事の

提供を行っている場合、その内容

及び費用に関して、文書により事

前に説明を行い、当該利用者から

文書により同意を得ているか。 

 

１ 嗜好調査、残食（菜）調査、検

食等が適切になされており、その

結果等を献立に反映するなど、工

夫がなされているか。 

 

２ 食事の時間は、家庭生活に近い

時間となっているか。 

   

３ 必要な食事摂取基準を確保し

ているか。 

 

４ 指定障害福祉サービス事業所  

  が食事の提供を行う場合におい

て、栄養士等による栄養管理が行

われているか。 

 

５ 指定障害者支援施設が食事の

提供を行う場合において、管理栄

養士又は栄養士による栄養管理

が行われているか。 

 

６ 食事の提供を外部の事業者へ

委託する場合、受託事業者に対

し、利用者の嗜好や障害の特性等

が食事の内容に反映されるよう、

定期的に調整を行っているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第９３条第１項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９３条第１項） 

 

 

１ 市条例第７３号第９３条第１項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９３条第１項） 

 ２ 平成 18 年 9 月 29 日厚労省告示第 545 号

「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居

室の提供に要する費用に係る利用料等に関

する指針」一、イ及びロ 

 

１ 市条例第７５号第３５条第１項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７５号第３５条第２項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９３条第２項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９３条第２項） 

２ 市条例第７５号第３５条第３項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障発第 1206001号通知第五３（５）① 

  

 

 

 

１ 障発第 0126001号通知第三３（２８）② 

 

 

 

 

１ 障発第 1206001号通知第五３（５）② 

２ 障発第 0126001号通知第三３（２８）② 

 

 

１ 重要事項説明等において、あらかじめ、利用者に対し

食事の提供の有無を説明していていない。 

 

 

 

１ 利用者に対し食事の提供を行っているが、あらかじ

め、その内容及び費用に関して、文書により事前に説明

を行っていない。 

２ 利用者に対し食事の提供を行っているが、食事の提供

について、当該利用者から文書による同意を得ていな

い。 

 

 

１ 施設入所支援を提供する指定障害者支援施設が、正当

な理由（①明らかに利用者が適切な食事を確保できる状

態にある場合、②利用者の心身の状況から、明らかに適

切でない内容の食事を求められた場合等）なく、食事の

提供を拒んでいる。 

 

１ 利用者に対し食事の提供を行っているが、あらかじ

め、その内容及び費用に関して、文書により事前に説明

を行っていない。 

２ 利用者に対し食事の提供を行っているが、食事の提供

について、当該利用者から文書による同意を得ていな

い。 

１ 嗜好調査を実施していない。 

２ 残食（菜）調査を実施していない。 

３ 検食を実施していない。 

 

 

１ 適切な時間に食事の提供を行っていない。 

 

 

１ 必要な食事摂取基準を確保していない。 

 

 

１ 指定障害福祉サービス事業所が食事の提供を行う場

合において、栄養士等による栄養管理が行われていな

い。 

 

 

１ 指定障害者支援施設が食事の提供を行う場合におい

て、管理栄養士又は栄養士による栄養管理が行われてい

ない。 

 

 

 １ 食事の提供を外部委託する場合、受託事業者との間で

利用者の嗜好や障害の特性等が食事の内容に反映され

るよう、定期的に会議を開催するなどして調整を行っ

ていない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

Ｂ 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)調理 

 

５  施設等は、食事の提供を行う場合には、献立の内

容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等

の指導を受けるよう努めなければならない。ただ

し、栄養士を置く施設等にあっては、この限りでな

い。 

 

 

 

 

６ 特定給食施設（①給食施設の利用者がほぼ同一人

と推定される②週 1日以上かつ、それが 1カ月以上

継続している③その給食数が１回 100 食以上又は 1

日 250食以上である、以上の要件を満たす給食施設）

の設置者は、健康増進法施行細則第３条により、給

食開始等の届出を、また第６条により給食施設の管

理者は給食の報告（栄養報告）を都に対し行わなけ

ればならない。 

  また、特定給食施設においては、健康増進法等に

定める栄養管理を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わ

れなければならない。 

 

 

 

 

 

２ 献立の内容は、できるだけ変化に富み、利用者の

年齢や利用者の障害の特性に配慮したものとし、栄

養的にもバランスのとれたものとしなければならな

い。 

 

１ 栄養士を置かない場合、献立の

内容、栄養価の算定及び調理の方

法について保健所等の指導を受

けるよう努めているか。 

 

 

 

 

 

１ 特定給食施設は、給食開始等の

届出、給食の報告（栄養報告）を

行っているか。 

 

 

 

 

 

２ 特定給食施設の管理者は、健康

増進法等に定める栄養管理を行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 予定献立表を作成しているか。 

 

 

２ 実施献立表を作成しているか。 

 

 

 

１ 献立の内容は季節感があり、変

化に富んでいるか。 

 

２ 献立の内容は、利用者の年齢や

障害の特性に配慮したものとな

っているか。 

 

１ 市条例第７３号第９３条第４項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９３条第４項） 

２ 市条例第７５号第３５条第５項 

 

 

 

 

 

１ 健康増進法（平成 14年 8月 2日法律第 103

号）第２０条第１項 

２ 健康増進法施行細則（平成 15年 5 月 1 日

規則第 153号）第３条、第６条 

 

 

 

 

１ 健康増進法第２１条 

 ２ 健康増進法施行規則（平成 15年 4月 30日

厚生労働省令第 86 号）第７条、第８条、第

９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９３条第３項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９３条第３項） 

２ 市条例第７５号第３５条第４項 

 

 

 

１ 障発第 1206001号通知第五３（５）① 

 

 

 １ 障発第 0126001号通知第三３（２８）③ 

 

１ 栄養士を置かないにもかかわらず、献立の内容、栄養

価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受け

るよう努めていない。 

 

 

 

 

 

 

１ 特定給食施設に当たるにもかかわらず、給食開始等の

届出を行っていない。 

 

２ 特定給食施設であるにもかかわらず、給食の報告（栄

養報告）を提出していない。 

 

 

 

１ 特別な栄養管理が必要な特定給食施設において、管理

栄養士を置いていない。 

 

２ 特定給食施設において、管理栄養士又は栄養士を置く

よう努めていない。 

 

３ 特定給食施設であるにもかかわらず、健康増進法等に

定める栄養管理（①利用者の身体の状況等の定期的な把

握等②身体の状況等、日常の食事摂取量、嗜好等に配慮

した献立の作成③献立表への熱量、栄養成分量の表示④

献立表等必要帳簿の作成整備④食品衛生法等に基づく

衛生管理）を行っていない。 

 

 

１ 予定献立表を作成していない。 

 

 

１ 実施献立表を作成していない。 

 

 

 

１ 献立の内容が変化に富んでいない。 

 

 

１ 献立の内容に、利用者の年齢や障害の特性への配慮が

ない。 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(3)検食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)調理及び配膳に伴う

衛生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 検食の保存 

 

 １ 衛生管理及び栄養管理の観点から、適切に検食を

実施しなければならない。 

検食は、必ず食事提供前に行い、異味、異臭その

他の異常が感じられる場合には、直ちに食事の提供

を中止するなどの措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 指定障害福祉サービス事業所が食事の提供を行

う場合は、適切に衛生管理を行わなければならな

い。 

   また、指定障害者支援施設等は、調理及び配膳に

当たっては、食品及び利用者の使用する食器その他

の設備の衛生管理に努めなければならない。 

 

２ 社会福祉施設における衛生管理については、大量

調理施設（１回 300食以上又は 1日 750食以上を提

供する調理施設)を有する場合に「大量調理施設衛

生管理マニュアル」に基づき衛生管理を行わなけれ

ばならない。 

また、大量調理施設以外の調理施設を有する場合

においても、可能な限り「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」に基づく衛生管理に努めなければならな

い。 

 

 

１ 検食(検査用食品、検査用保存食)は、原材料及び

調理済み食品を食品ごとに 50ｇ程度ずつ清潔な容

器（ビニール袋等）に入れ、密封し、－20℃以下で

２週間以上保存しなければならない。 

 

１ 検食を食事提供前に行ってい

るか。 

 

 

２ 検食について記録しているか。 

 

 

 

 

 

３ 検食者は複数の従業者が交替

で行っているか。 

 

 

 

１ 大量調理施設に該当する調理

施設において、「大量調理施設衛

生管理マニュアル」に従い衛生

管理が図られているか。 

大量調理施設に該当しない中

小規模調理施設等においても、

「大量調理施設衛生管理マニュ

アル」に基づく衛生管理に努め

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 検食を適切に保存しているか。 

 

１ 令和２年３月３１日健健発第０３３１第２号

「特定給食施設における栄養管理に関する指

導・支援等について」 

 

１ 平成 9年 3月 31日社援施第 65号｢社会福

祉施設における衛生管理について」 

２ 平成 20 年 7 月 7 日障企発第 0707001 号

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底

について」 

 

１ 平成２０年３月７日社援基発第0307001号

「社会福祉施設等における食品の安全確保等

について」 

 

 

１ 障発第 1206001号通知第五３（５）①ウ 

２ 障発第 0126001号通知第三３（２８）④ 

 

 

 

１ 平成 9 年 3 月 31 日社援施第 65 号「社会

福祉施設における衛生管理について」 

 ２ 平成 20 年 7 月 7 日障企発第 0707001 号

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底

について」 

 ３ 平成 9 年 3 月 24 日衛食第 85 号別添「大

量調理施設衛生管理マニュアル」 

 

 

 

 

 

 

１ 平成 9年 3月 31日社援施第 65号｢社会福

祉施設における衛生管理について」 

２ 平成 20 年 7 月 7 日障企発第 0707001 号

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底

について」 

３ 平成９年３月２４日衛食第８５号別添「大 

量調理施設衛生管理マニュアル」 

 

１ 検食を食事提供前に行っていない。 

 

 

 

１ 検食簿等を作成し、検食について記録していない。 

 

２ 検食簿等に、具体的内容（検食時刻、検食者、検食結

果（味、固さなどの気づいた点）等）が記録されていな

い。 

 

１ 検食が、複数の従業者により交替で行われていない。 

 

 

 

 

１ 大量調理施設に該当する調理施設において、「大量調

理施設衛生管理マニュアル」に従い衛生管理が図られ

ていない。 

  

２ 大量調理施設に該当しない中小規模調理施設等にお   

いて、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づく衛

生管理に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 検食を保存していない。 

２ 検食の保存方法、保存期間等が適切でない。 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

Ａ 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 イ 調理従事者等の衛 

生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 衛生管理体制の確 

  立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)集団給食施設 

 

１ 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診

断及び月に１回以上の検便を受けなければならな

い。 

検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めな

ければならない（必要に応じ 10 月から３月にはノ

ロウイルスの検査を含めること）。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調理従事者等は、衛生的な生活環境を確保し、ま

た、ノロウイルスの流行期には十分に加熱された食

品を摂取する等により感染防止に努め、徹底した手

洗いの励行を行うなど自らが施設や食品の汚染の原

因とならないように措置するとともに、体調に留意

し、健康な状態を保つように努めなければならない。 

 

 

１ 責任者は、施設の衛生管理に関する責任者（以下 

「衛生管理者」という。）を指名し、衛生管理者に点

検作業を行わせるとともに、その都度点検結果を報

告させ、適切に点検が行われたことを確認する衛生

管理体制を確立し、衛生管理に取り組まなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １回の提供食数が２０食以上の施設の場合、市長 

に届け出なければならない。 

 

２ 集団給食施設は、食品衛生法等に定める衛生基準

に従い、衛生管理に取り組まなければならない。 

 

３ なお、食品衛生法等に抵触する疑いのある事実が

見られた場合は、所管の保健所に確認、相談し、そ

の指導、助言を受けるよう指導する。 

 

 １ 調理従事者等は、定期的な健

康診断及び月に１回以上の検便

を受けているか。 

 

 

  

 

 

２ 検便検査の検査項目は適正か。 

 

 

 

 

１ 調理従事者等の健康チェック

等衛生管理点検を日々行い記録

し、点検結果を、調理施設の経営

者又は施設等の運営管理責任者

（以下「責任者」という。）が確

認しているか。 

 

 

１ 衛生管理体制を確立し、次の

点検作業を定期的に行い記録

し、点検結果を責任者が確認し

ているか。 

・ 調理施設の点検 

・ 従事者等の衛生管理 

・ 原材料の取扱い等 

・ 検収の記録 

・ 調理器具等及び使用水 

・ 調理等過程の記録 

・ 食品保管時の記録 

・ 食品の加熱加工の記録 

・ 配送先記録 

 

 

１ 集団給食施設の届出をしてい

るか。 

 

２ 集団給食施設は、衛生管理運営

基準を遵守しているか。 

 

１ 平成 9年 3月 31日社援施第 65号｢社会福

祉施設における衛生管理について」 

２ 平成 20 年 7 月 7 日障企発第 0707001 号

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底

について」 

３ 平成９年３月２４日衛食第８５号別添「大 

量調理施設衛生管理マニュアル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 平成 9年 3月 31日社援施第 65号｢社会福

祉施設における衛生管理について」 

２ 平成 20 年 7 月 7 日障企発第 0707001 号

「社会福祉施設等における衛生管理の徹底

について」 

３ 平成９年３月２４日衛食第８５号別添「大 

量調理施設衛生管理マニュアル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 食品衛生法（昭和22年12月24日法律第233

号）第６８条第３項 準用（第５７条） 

 

１ 食品衛生法（昭和22年12月24日法律第233

号）第６８条第３項準用（第５１条） 

２ 食品衛生法施行規則（昭和23年7月13厚生

省令第23号）第６６条の２（別表第１７、第

１８） 

 

１ 調理従事者等が、定期的な健康診断を受けていない。 

２ 調理従事者等が、月に１回以上の検便検査を受けて

いない。 

 

 

 

 

 

１ 腸管出血性大腸菌の検査を検便検査の項目に含めて

いない。 

２ 10月から３月の期間において、ノロウイルスの検査

を検便検査の項目に含めていない。 

 

１ 調理従事者等の健康チェック等の日々の衛生管理点

検を行っていない、または記録していない。 

２ 調理従事者等の健康チェック等の日々の衛生管理点

検結果を責任者が確認していない。 

 

 

 

 

１ 調理に関する衛生管理について、点検作業を行って

いない。 

２ 調理に関する衛生管理について、点検項目が不十分

である。 

３ 調理に関する衛生管理について、点検結果を責任者

が確認していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 集団給食施設の届出をしていない。 

 

 

１ 食品衛生責任者を設置していない。 

２ 検食を保存していない。 

 ※ 社会福祉施設においては「大量調理施設衛生管理

マニュアル」による保存期間、保存方法を求める。 

３ その他、食品衛生法等に定める衛生基準を遵守して

いない。 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ(Ｃ) 

 

Ｂ(Ｃ) 

 

Ｂ(Ｃ) 

 

※(Ｃ)は大

量調理施設

の場合 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 



 29 

項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(6)調理業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 健康管理 

(1)日々の健康管理 

 

１ 調理業務は、施設等自らが行うことが望ましい

が、調理業務を委託する場合は、栄養管理、調理管

理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、

労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設

の管理者が業務遂行上必要な注意を果たし得るよ

うな体制及び契約内容により、食事サービスの質が

確保される場合には、当該施設の最終的責任の下で

第三者に委託することができる。 

 

 

２ 調理業務を委託する場合、施設等が自ら実施すべ

き栄養管理、衛生管理等の業務を担当させるため

に、栄養士を配置しなければならない。 

 

３ 施設等が調理業務を業者に委託する場合には、そ

の契約内容、事業所及び施設等と受託業者との業務

分担を明確にした契約書を取り交わすこと。 

 

 

 

 

 

１ 施設等は、常に利用者の健康の状況に注意し、健

康保持のための必要な措置を講じなければならな

い。 

 

 

 

２ 指定障害者支援施設は、施設入所支援を利用する

利用者に対して、毎年、定期に２回以上健康診断を

行い、利用者の健康状態を適切に把握しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

１ 施設等の管理者が業務上必要

な注意を果たし得るような体制

及び契約内容により食事サービ

スの質が確保されているか。 

 

 

 

 

 

 

１ 施設等に栄養士が配置されて

いるか。 

 

 

１ 契約内容、受託業者との業務分

担を明確にした契約書を取り交

わしているか。 

 

 

 

 

 

１ 常に利用者の健康状況に注意

し、健康保持のための必要な措置

を講じているか。 

 

 

 

１ 毎年、定期に２回以上健康診断

を行っているか。 

 

２ 利用者の健康診断の実施結果

を記録又は保管しているか。 

 

 

 

 

１ 昭和 62年 3月 9日社施第 38号「保護施設

等における調理業務の委託について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９４条、第１４３条、第

１５８条、第１７６条、第１９１条、第１９

６条 準用（第９４条） 

２ 市条例第７５号第３７条第１項 

 

 

１ 市条例第７５号第３７条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者の栄養基準及び献立の作成基準を委託業者に

明示していない。 

２ 献立表が栄養基準及び献立の作成基準どおり作成さ

れているか事前に確認していない。 

３ 施設等が検食を行っていない。 

４ 受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び

検便の実施状況及び結果を確認していない。 

５ 嗜好調査の実施及び喫食状況の把握に努めていない。 

 

 

１ 施設等に栄養士が配置されていない。 

 

 

 

１ 契約書上、契約内容、受託業者との業務分担が不明確

である。 

 

 

 

 

 

 

１ 医師又は看護職員その他適当な者を健康管理の責任

者としていない。 

 ２ 利用者の健康状態に応じて健康保持のための適切な

措置を講じていない。 

 

 

 １ 毎年、定期に２回以上健康診断を実施していない。 

 

 

１ 利用者の健康診断の実施結果を記録又は保管してい

ない。 

 

 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(2)褥瘡予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)協力医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)生活支援員等によ

るたんの吸引等の行

為の実施 

 

１ 褥瘡のハイリスク者に対しては、褥瘡が発生しな

いよう適切な介護を行うとともに、発生を予防する

ための体制を整備しなければならない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用者の病状の急変等に備えるために、あらかじ

め、協力医療機関を定めておかなければならない。 

 

 

 

２ 指定障害者支援施設は、あらかじめ、協力歯科医

療機関を定めなければならない。 

 

３ 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、施設等か 

ら近距離にあることが望ましい。 

 

 

 

 

１ たんの吸引及び経管栄養（以下「たんの吸引等」

という。）は医療行為に該当するため、医師法等に

より医師または看護職員のみが実施可能な行為で

あるが、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改

正（改正法施行日平成 24年 4月 1日）により、介

護福祉士（平成 28年 1月の国家試験合格者以降が

対象）及び一定の研修を受けた介護職員等も、一定

の条件のもと、たんの吸引等の行為を実施できる

ようになった。 

   この場合、社会福祉士及び介護福祉士法等関係法

令に従い実施しなければならない。 

 

１ 褥瘡のハイリスク者（日常生活

自立度が低い利用者）に対し、計

画的に褥瘡予防に取り組んでい

るか。 

 

 

２ 褥瘡を有する利用者に対し、治

療の支援及び日常的な介護を適

切に行っているか。 

 

 

 

１ 協力医療機関を定めているか。 

 

 

 

 

１ 協力歯科医療機関を定めてい

るか。 

 

１ 協力医療機関、協力歯科医療機

関は施設等から近距離にあるか。 

 

 

 

 

１ 生活支援員等がたんの吸引等

を実施している場合、「認定特定

行為業務従事者」として認定を受

けた者が従事しているか。 

 

２ 施設は「登録特定行為事業者」

として登録しているか。 

 

３ たんの吸引等の業務の実施体

制（業務方法書の作成、医師の文

書による指示、実施状況報告書

の作成・医師への提出、医師の指

示を踏まえた実施計画書の作

成、緊急時対応体制の確保等）を

整備しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９８条、第１４３条、第

１５８条、第１７６条、第１９１条、第１９

６条 準用（第９８条） 

２ 市条例第７５号第４９条第１項 

 

１ 市条例第７５号第４９条第２項 

 

 

１ 障発第 1206001号通知第五３（１０） 

２ 障発第 0126001号通知第三３（４０） 

 

 

 

 

１ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年

5月 26日法律第 30号）第４８条の２及び同

法附則第３条第１項 

 

 

１ 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の

３ 

 

１ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭

和 62年 12月 15日厚生省令第 49号）第２６

条の３ 

 

１ 個別支援計画等で褥瘡予防のための計画を作成して

いない。 

２ 褥瘡予防のための寝具の使用、適切な体位交換、スキ

ンケア、栄養ケアの実施等褥瘡予防に取り組んでいな

い。 

 

１ 褥瘡を有する利用者に対し、治療の支援及び日常的な

介護を適切に行っていない。 

 

 

 

 

１ 事故や利用者の疾病に対応するために、必要な診療科

目を備えた協力医療機関を確保していない。 

 

 

 

１ 協力歯科医療機関を定めていない。 

 

 

１ 協力医療機関、協力歯科医療機関が、施設等から離れ

ている。 

 

 

 

 

１ 「認定特定行為業務従事者」として認定を受けた生活

支援員等が実施していていない。 

 

 

 

１ 施設が「登録特定行為事業者」としての登録をしてい

ない。 

 

１ たんの吸引等の業務の実施体制を整備していない。 

 

Ｂ 

 

   Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

２０ 衛生管理等 

(1)衛生管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)感染症又は食中毒の

予防及びまん延の防止 

 

 

 １ 施設等は、利用者の使用する設備及び飲用に供す

る水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛

生上必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

２ 指定療養介護事業者は、医薬品及び医療機器の管

理を適正に行わなければならない。 

 

 ３ 施設等は、健康管理等に必要となる機械器具等の

管理を適正に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

１ 施設等は、事業所（施設）において感染症又は食

中毒が発生し、又はまん延しないように、以下に掲

げる措置を講ずるよう努めなければならない。 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことも可）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

・従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延防止のための訓練を定期的に実施すること。 

 

 

１ 利用者の使用する設備及び飲

用に供する水について、衛生的な

管理に努めるとともに、衛生上必

要な措置を講じているか。 

 

 

 

 

 １ 医薬品及び医療機器の管理が

適正に行われているか。 

 

 １ 健康管理等に必要となる機械

器具等の管理が適正に行われて

いるか。 

 

 

 

 

 

１ 感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止に係る委員会を定

期的に開催しているか。 

 

２ 会議の開催結果について、従

業者に十分に周知しているか。 

 

３ 感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針を整

備しているか。 

 

 

４ 従業者に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修並びに感染症の予防

及びまん延防止のための訓練を

定期的に実施しているか。 

 

５ 従業者が感染源となることを

予防し、また従業者を感染の危

険から守るため、手指を洗浄す

るための設備や使い捨ての手袋

等感染を予防するための備品等

を備えているか。 

 

 ６ 空調設備等により施設内の適

温の確保に努めているか。 

  

 

 

 

１ 市条例第７３号第７８条第１項、第９７条

第１項、第１４３条、第１５８条、第１７６

条、第１９１条、第１９６条 準用（第９７

条第１項） 

２ 市条例第７５号第４８条第１項 

３ 最低基準（社会参加支援施設）第２３条第

１項準用 

 

１ 市条例第７３号第７８条第１項 

 

 

１ 市条例第７３号第９７条第１項、第１４３

条、第１５８条、第１７６条、第１９１条、

第１９６条 準用（第９７条第１項） 

２ 市条例第７５号第４８条第１項 

３ 最低基準（社会参加支援施設）第２３条第

１項準用 

 

 

１ 市条例第７３号第７８条第２項、第９７条

第２項、第１４３条、第１５８条、第１７６

条、第１９１条、第１９６条 準用（第９７

条第２項） 

２ 市条例第７５号第４８条第２項 

３ 障発第 1206001号通知第四３（２０） 

４ 障発第 0126001号通知第三３（３９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障発第1206001号通知第四の３（２０）

①、第五の３（９） 

２ 障発第0126001号通知第三の３（４０） 

 

 

 

 

１ 障発第1206001号通知第四の３（２０）

①、第五の３（９） 

 

 

 

 

 １ 利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、

衛生上必要な措置を講じていない。 

  

 

 

 

 

 

１ 医薬品及び医療機器の管理が適正に行われていない。 

 

 

１  健康管理等に必要となる機械器具等の管理が適正に 

行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 １ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に係る委

員会を定期的に開催していない。 

 

 

 １ 会議の開催結果について、従業者に十分に周知してい

ない。 

 

 １ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備していない。 

２ 感染症又は食中毒の予防及びまん延防止について、マ

ニュアル等により定めているが、内容が不十分である。 

  

１ 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止

のための訓練を定期的に実施していない。 

 

 

 

１ 手指を洗浄するための設備や衛生用品の整備が不十

分である。 

 

 ２ 衛生用品の用意を従業者に負担させている。 

 

 

 

 １ 施設内の適温の確保に努めていない。 

 

 

  

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ａ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会福祉施設等の施設長は、次の①、②又は③の

場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速

に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、

対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報

告し、指示を求めるなどの措置を講じなければなら

ない。 

 

① 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれら

によると疑われる死亡者又は重篤患者が１週間

内に２名以上発生した場合 

 

② 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれら 

が疑われる者が 10名以上又は全利用者の半数以 

上発生した場合 

 

③ ①及び②に該当しない場合であっても、通常の 

発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に 

施設長が報告を必要と認めた場合 

 

７ 職員及び利用者に対して手洗

いやうがいを励行するなど衛生

教育の徹底を図っているか。 

 

 

 

８ インフルエンザ対策、腸管出血 

性大腸菌感染対策、レジオネラ症

対策等については、国、都等から

発出した通知等に基づき、適切な

措置を講じているか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 報告義務を要する規模の感染

症又は食中毒が発生した場合、迅

速に区市町村の社会福祉施設等

主管部局及び保健所に、迅速に報

告しているか。 

 

１ 平成 17 年 2 月 22 日社援発第 0222002 号

「社会福祉施設等における感染症等発生時

に係る報告について」８ 

 

 

 

１ 令和３年１１月５日健感発１１０５第２号 

「今冬のインフルエンザ総合対策の推進につ 

いて」 

 

２ 平成 19 年 8 月 8日健感発第 0808001号・

食安監発第 0808004号「腸管出血性大腸菌感

染症の予防対策について 

 

 ３ 平成 21 年 8月 4 日厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部企画課等事務連絡「腸管出

血性大腸菌感染症の予防対策について」 

 

 ４ 平成 15年 7月 25日社援基発第 0725001号

「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防

止対策の徹底について」 

 

 ５ 平成 19 年 12月 26日障企発第 1226001号

等「社会福祉施設、介護保険施設等における

ノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・ま

ん延防止策の一層の徹底について」 

 

 

 

１ 平成 17 年 2 月 22 日社援発第 0222002 号

「社会福祉施設等における感染症等発生時

に係る報告について」４ 

 

１ 職員及び利用者に対して手洗いやうがいを励行する

など衛生教育を行っていない。 

 

２ 職員を対象とした衛生管理に関する研修を、年１回以

上行っていない。 

 

１ 国、都等から発出された通知内容に基づいたインフル

エンザ対策、腸管出血性大腸菌感染対策、レジオネラ症

対策、ノロウイルスによる感染性胃腸炎対策を講じてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 報告義務を要する規模の感染症又は食中毒が発生し

たにもかかわらず、区市町村の社会福祉施設等主管部局

に報告していない。 

 

２ 報告義務を要する規模の感染症又は食中毒が発生し

たにもかかわらず、保健所に報告し、指示を求めるなど

の措置を講じていない。 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

２１ 利用者の生活環境

等の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 就労・生産活動 

(1)就労の機会の提供

（就労継続支援Ａ型） 

 

ア 雇用契約の締結等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定基準を確保するのみならず、利用者にとって安

全・快適で、できる限り居宅に近い生活環境を整える

必要がある。 

面積、数の定めのない設備については、それぞれの

設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は

数を確保するよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支

援Ａ型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締

結しなければならない（就労継続支援Ａ型（雇用契

約有））。ただし、利用者のうち就労継続支援Ｂ型の

支援を提供する者に対しては、雇用契約を締結せず

に指定就労継続支援Ａ型を提供することができる

（就労継続支援Ａ型（雇用契約無））。 

 

２ 同一事業所内に、雇用契約を締結して指定就労継

続支援Ａ型の提供を受ける利用者（以下「Ａ型利用

者（雇用有）」という。）、雇用契約を締結せずに指定

就労継続支援Ａ型の提供を受ける利用者（以下「Ａ

型利用者（雇用無）」という。）及び指定就労継続支

援Ｂ型利用者（以下「Ｂ型利用者」という。）がいる

場合、それぞれの作業内容及び作業場所を区分する

などして、利用者が提供する役務と工賃との関係が

明確になるよう、配慮しなければならない。 

 

 

１ できる限り居宅に近い生活環

境の整備に努めているか。 

 

２ 車椅子・歩行器等福祉器具の確

保など利用者の特性に応じた配

慮があるか。 

 

３ 利用者が、安全・快適に生活で

きる広さ、構造、設備となってい

るか。 

 

４ 施設内の清掃、衛生管理、保温、

換気、採光及び照明は適切か。 

 

５ 居室、静養室、便所等必要な場

所にブザー又はこれに代わる設

備を設置しているか。 

 （指定障害者支援施設等） 

 

６ 廊下、便所その他必要な場所に

常夜灯を設けているか。 

（指定障害者支援施設等） 

 

７ 誤飲事故を防止するために、消

毒液や洗剤等の保管は適切か。 

 

８ 居室、便所等必要な場所でのカ

ーテンや相談室の間仕切り等、プ

ライバシーに配慮しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定就労継続支援Ａ型の利用

者と雇用契約を締結しているか。

（就労継続支援Ａ型（雇用契約

有）） 

 

 

 

 

１ 同一事業所内に、Ａ型利用者

（雇用有）、Ａ型利用者（雇用無）

及びＢ型利用者がいる場合、それ

ぞれの作業内容、作業場所を明確

に区分しているか。 

 

 

１ 市条例第７３号第５５条、第８３条、第１

５０条、第１６５条、第１７７条、第１９２

条 

２ 市条例第７５号第３条、第７条、第４８条 

３ 市条例第７４号第３条、第４条、第５条 

４ 市条例第７６号第３条、第４条、第１０条 

５ 最低基準（社会参加支援基準）第２条、第

３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第３条第２項 

２ 市条例第７５号第３条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８２条第１項、第２項 

２ 障発第 1206001号通知第十一３（２） 

 

 

 

 

 

 

１ 平成 18 年 10 月 2 日障障発第 1002003 号

「就労継続支援事業利用者の労働者性に関す

る留意事項について」１（３）ア 

 

１ できる限り居宅に近い生活環境の整備に努めていな

い。 

 

１ 利用者の特性に応じた配慮がない。 

 

 

 

１ 利用者が安全・快適に生活できる広さ、構造、設備と

なっていない。 

 

 

１ 施設・設備管理が不適切である。 

 

 

１ ブザー又はこれに代わる設備を必要な場所に設置し

ていない。又はこれらが作動しない。 

 

 

 

１ 必要な場所に常夜灯を設置していない。 

２ 常夜灯が点灯しない。 

 

 

１ 消毒液や洗剤等の保管が適切でない。 

 

 

１ 利用者のプライバシーに配慮していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定就労継続支援Ａ型の利用者と雇用契約を締結し

ていない（就労継続支援Ａ型（雇用契約有））。 

 

 

 

 

 

 

１ 同一事業所内に、Ａ型利用者（雇用有）、Ａ型利用者

（雇用無）及びＢ型利用者がいる場合、それぞれの作業

内容、作業場所を区分していない（混在して作業が行わ

れている）。 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

Ｂ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

イ 労働基準関係法令の

遵守 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 就労の機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 賃金の支払 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）は、労働基準法上の労働者

であることから、雇用するに当たっては、労働基準

関係法令を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提

供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービ

スの需給状況等を考慮して行うよう努めなければ

ならない。 

 

 ２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提

供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよ

う、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わな

ければならない。 

 

 ３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提

供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能

力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたも

のとしなければならない。 

 

 

１ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、Ａ型利用者(雇

用有)が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

を支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなけ

ればならない。 

 

 

２ Ａ型利用者（雇用有）に対しては、最低賃金法に基

づき国が定める最低賃金額以上の賃金を支払わな

ければならない。 

 なお、特定の労働者については、使用者が都道府

県労働局長の許可を受けることを条件として、個別

に最低賃金の減額の特例が認められている。 

 

 

１ 労働条件や服務規律を就業規

則に定めているか。 

 

２ 労働条件を明示しているか。 

 

 

３ 労働条件通知書等労働条件を

示した書面を交付しているか。 

 

４ 法定帳簿を整備しているか。 

 

 

５ その他、労働基準関係法令を遵

守しているか。 

 

 

１ 就労の機会の提供に当たって

は、地域の実情並びに製品及びサ

ービスの需給状況等を考慮して

いるか。 

 

１ 利用者の障害の特性等を踏ま

えた工夫をしているか。 

 

 

 

１ 利用者の就労に必要な知識及

び能力の向上に努め、その希望を

踏まえたものとしているか。 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）について

は、雇用契約上の賃金を支払って

いるか。 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）に対し、

最低賃金法に基づき国が定める

最低賃金額以上の賃金を支払っ

ているか。 

  

２ 最低賃金未満の賃金を支払っ

ている場合、最低賃金の減額の特

例許可手続を行っているか。 

 

 

１ 平成 18 年 10 月 2 日障障発第 1002003 号

「就労継続支援事業利用者の労働者性に関

する留意事項について」１（１）ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８３条第１項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８３条第２項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８３条第３項 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８４条第１項 

 

 

 

 

 

１ 最低賃金法第４条 

 

 

 

 

１ 最低賃金法第７条 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）に適用する労働条件や服務規律 

が就業規則に定められていない。 

 

 １ 雇用契約を締結する際に、労働条件を明示していな

い。 

 

 １ 労働条件通知書等の書面交付により明示すべき労働

条件について、書面を交付していない。 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）に関する法定帳簿（労働者名簿、

賃金台帳、出勤簿）を整備していない。 

 

 １ その他、労働基準関係法令を遵守していない。 

 

 

 

１ 地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を

考慮していない。 

 

 

 

 １ 利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行っていな

い。 

 

 

 

１ 利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め、そ

の希望を踏まえたものとしていない。 

 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）に対し、雇用契約上の賃金を支

払っていない。 

 

 

 

 

１ Ａ型利用者（雇用有）に対し、最低賃金法に基づき国

が定める最低賃金額以上の賃金を支払っていない。 

※ 東京都最低賃金（地域別最低賃金）時間額９５８円

（平成 29年 10月 1日から適用） 

 

１ 最低賃金の減額の特例許可を受けていない。 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)生産活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)職場への定着のた

めの支援の実施 

 

３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る

事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費

を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃

金の総額以上となるようにしなければならない。 

 

４ 賃金等の支払いに要する額は、原則として、自立

支援給付をもって充ててはならない。 

 

 

１ 利用者の意向、能力に応じて選択できるよう、で

きるだけ多数の作業種目を実施すること。 

 

 

 

 

 

２ 作業種目について、その内容及び特質並びに必要

とする身体的要件等を正確に把握し、これにより残

存能力の活用を容易にするとともに、設備、工具の

改善に努めること。 

 

３ 生産活動に従事する者の作業時間、作業量等が、

その者に過重な負担とならないよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

１  利用者の職場への定着を促進するため、障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利

用者が就職した日から６月以上、職業生活における

相談等の支援を継続しなければならない。 

 （生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援Ａ型、Ｂ型） 

 

２ 利用者が指定就労定着支援を希望する場合には、

上記の支援が終了した日以後速やかに指定就労定

着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者

との連絡調整を行わなければならない。 

（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援Ａ型、Ｂ型） 

 

３ 利用者の職場への定着及び就労の継続を図るた

め、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業

主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等と

の連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその

家族に対して、当該雇用に伴い生じる生活上の各般

の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な

支援を提供しなければならない。（就労定着支援） 

 

 

１ 生産活動に係る事業の収入か

ら必要な経費を控除した額に相

当する金額が、利用者に支払う賃

金の総額以上となっているか。 

 

１ 賃金等の支払いに自立支援給

付を充てていないか。 

 

 

１ 利用者の意向、能力に応じて作

業種目の選択の幅を広げている

か。 

 

２ 必要に応じて作業種目の見直

しを行っているか。 

 

１ 利用者の残存能力を容易に活

用できるような作業設備、作業工

具の改善に努めているか。 

 

 

１ 作業時間、作業量への配慮はあ

るか。 

 

２ 生産活動の安全管理を適切に

行っているか。 

 

 

１ 関係機関と連携して、利用者が

就職した日から６月以上、職業生

活における相談等の支援を継続

しているか。 

 

 

 

１ 利用者が指定就労定着支援を

希望する場合、速やかに指定就労

定着支援事業者との連絡調整を

行っているか。 

 

 

 

１ 支援の提供に当たっては、1月

に 1回以上、利用者との対面又は

テレビ電話装置等を用いる方法

その他の対面に相当する方法に

より行うとともに、１月に１回以

上、利用者を雇用した事業主を訪

問し、利用者の職場での状況を把

握するよう努めているか。 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８４条第２項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８４条第６項 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９０条、第１７６条、第

１９６条 準用（第９０条） 

２ 市条例第７５号第２９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９２条、第１４３条、第

１５８条 準用（第９２条）、第１７４条、

第１８７条、第１９６条 準用（第１８７条） 

２ 市条例第７５号第３３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第２０７条、第２０８条 

 

 

１ 生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除し

た額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上

となっていない。 

 

 

１ 賃金等の支払いに自立支援給付を充てている。 

 

 

 

１ 利用者に応じた作業種目を適正に設定していない。 

 

 

 

１ 作業種目の見直しを行っていない。 

 

 

１ 利用者に応じた作業設備、作業工具の改善に努めてい

ない。 

 

 

 

１ 作業時間、作業量が過重な負担である。 

 

 

１ 作業環境の整備、安全管理が不十分である。 

 

 

 

１ 就職後も、相談等の支援を継続していない。 

 

 

 

 

 

 

１ 指定就労定着支援事業所との連絡調整を行っていな

い。 

 

 

 

 

 

１ 1月に 1回以上、利用者と対面利用者との対面又はテ

レビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する

方法により支援を提供していない。 

 

２ 1月に 1回以上、雇用先を訪問し、利用者の職場での

状況を把握するよう努めていない。 

 

３ 支援の提供中に離職し、再就職を希望する利用者に対

し、必要な便宜の提供を行っていない。 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ(Ｃ) 

 

 

 

 

 

 

Ｂ(Ｃ) 

 

※(Ｃ)は

就労移行

支援の場

合 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｃ 
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項  目 基本的考え方 観     点 関係法令等 評価事項 評価区分 

 

(4)就労支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)収益還元・工賃支

払 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)就職状況の報告 

 

１ 雇用されることが困難なものに必要な訓練を行

い、かつ、職業を提供し、地域で自立して社会生活

を行うことができるよう、利用者の特性に応じて適

切な指導を行わなければならない。 

 

２ 公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター

など関係機関と連携し、利用者が行う求職活動を支

援しなければならない。また、利用者の就労に関す

る適性やニーズに応じた職場開拓に努めなければ

ならない。（就労移行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型） 

 

 

 

３ 利用者が自ら通常の事業所に通勤することがで

きるよう、通勤のための訓練を実施しなければなら

ない。（就労移行支援） 

 

 

１ 生産活動に従事する者に、生産活動に係る事業収

入から事業に必要な経費を控除した額に相当する

金額を工賃として支払わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 毎年度の工賃支払の目標水準を自ら設定し、前年

度の工賃の平均額とともに、利用者に通知し、都及

び市に報告しなければならない。工賃の目標水準

は、地域の最低賃金の３分の１の額を目安とし、か

つ、前年度の実績額以上とすることを目指すものと

する。（就労継続支援（非雇用型）目標工賃達成加算） 

 

 

 

 

 

１ 毎年、前年度における就職した利用者の数その他

の就職に関する状況を、市に報告しなければならな

い。（就労移行支援） 

 

１ 職場実習等（施設外就労等）の

支援を適切に行っているか。 

 

 

 

１ 関係他機関と連携しながら、利

用者の求職活動支援にあたって

いるか。 

 

２ 利用者の就労に関する適性や

ニーズに応じた職場開拓に努め

ているか。 

 

１ 通勤のための訓練を実施して

いるか。 

 

 

 

１ 収益を適切に利用者に工賃と

して支払っているか。 

 

 

 

２ 工賃支給基準を定めているか。 

 

３ 工賃支給台帳を整備している

か｡ 

４ 作業能力評価を適切に行って

いるか。 

 

５ 評価会議録を作成しているか。 

 

１ 工賃の目標水準を設定してい

るか。また、前年度の工賃の平均

額とともに、利用者に通知し、都

及び市に報告しているか。 

 

 

２ 事業所の平均工賃は、月額

3,000 円程度の水準を上回って

いるか。 

 

 

１ 前年度の就職者数その他の就

職に関する状況等を市に報告し

ているか。 

 

１ 市条例第７３号第１７２条、第１８５条、

第１９６条 準用（第１８５条） 

２ 市条例第７５号第３１条 

 

 

１ 市条例第７３号第１７３条、第１８６条、

第１９６条 準用（第１８６条） 

２ 市条例第７５号第３２条 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１７１条 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第９１条、第１７６条 準

用（第９１条）、第１８４条、第１９５条 

２ 市条例第７５号第３０条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１９５条第４項 

２ 市条例第７５号第３０条第４項 

 

 

 

 

１ 市条例第７３号第１８４条第３項、第１９

５条第２項 

２ 市条例第７５号第３０条第２項 

 

 

１ 市条例第７３号第１７５条 

２ 市条例第７５号第３４条 

 

１ 職場実習等（施設外就労等）に対する配慮がない。 

 

 

 

 

１ 関係他機関と連携しながら、利用者の求職活動支援に

あたっていない。 

 

 

１ 利用者の就労に関する適性やニーズに応じた職場開

拓に努めていない。 

 

 

１ 通勤のための訓練を実施していない。 

 

 

 

 

１ 生産活動収入の算出、必要経費の算出を適正に行って

いない。 

２ 必要経費を控除した金額を、工賃として利用者へ支給

していない。 

 

１ 工賃支給基準を定めていない。 

 

１ 工賃支給台帳を整備していない。 

 

１ 利用者の作業能力の評価を、適切に行っていない。 

 

 

１ 評価会議録を作成していない。 

 

１ 工賃の目標水準を、利用者に通知していない。また、

都及び市に報告していない。 

 

２ 毎年度の工賃支払平均額を、利用者に通知していな

い。また、都及び市に報告していない。 

 

１ 事業所の平均工賃が、月額 3,000円程度の水準を下回

っている。 

 

 

 

１ 前年度の就職状況を市に報告していない。 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

Ｃ 
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